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令和５年第１回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（令和５年３月９日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５８分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございます。

ただいまから、令和５年歌志内市議会第１回定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は７名であります。定足数を満たしておりますので、本日の会議

を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、議長において、２番山崎瑞紀さん、４番下山則義さんを指名いたしま

す。

会 期 の 決 定

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

今定例会の会期は、本日から３月１７日までの９日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

会期は、本日から３月１７日までの９日間と決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 諸般報告であります。

事務局長から報告をいたします。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたします。

この定例会に付議されます議案は、市長より送付を受けた議案１９件、定期監査等結果報告

１件であります。

次に、議長の報告でございますが、令和５年第１回臨時会以降、昨日までの議会動向につき
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ましては、本日、別紙配付しております諸般報告のとおりでありますので、御了承願います。

また、本会議に説明のため出席する者、本会議の事務に従事する者等につきましては、別記

記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付してあります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようでありますので、諸般報告を終わります。

市 政 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第４ 市政報告であります。一般行政について、報告を求めま

す。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） －登壇－

改めまして、おはようございます。

件名、歌志内市ゼロカーボンシティ宣言について。

近年、世界各地において、記録的な台風、猛暑、干ばつ、洪水、大規模な山火事など、異常

気象による災害が多発しております。また、日本においても、巨大台風、局地的な集中豪雨、

山火事などが全国各地において発生し、地球温暖化による気候変動の影響による甚大な被害が

顕在化しております。

その地球温暖化の主な要因を二酸化炭素の排出と捉え、その削減に向けて国は２０５０年ま

でにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。このような背景

から全国の自治体が２０５０年までに二酸化炭素排出実質ゼロとするゼロカーボンシティ宣言

がなされております。

また、来月には、札幌市において先進７か国によるＧ７サミット、気候エネルギー環境大臣

会合が開催されますことから、道内の各自治体においても次々と宣言が行われている状況であ

ります。

こうした経過を踏まえて、本市といたしまして、国際的に脱炭素社会の構築に向けた運動が

展開され、国内的にも全自治体での取組をもって目標に達するものと考えるところであり、こ

の歌志内の自然豊かな環境を未来の世代につなげるためにも、脱炭素社会の実現に向け２０５

０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロへの取組を目指すことは必然なことと考え、去る２月２

７日に歌志内市ゼロカーボンシティ宣言を行いましたので、その宣言文を読み上げて、市政報

告とさせていただきます。

歌志内市ゼロカーボンシティ宣言。

近年、世界各地では、記録的な台風や猛暑、洪水、大規模な山火事など、異常気象による災

害が多発しており、我が国においても巨大台風、局地的な豪雨等により各地で甚大な被害が発

生するなど、地球温暖化による気候変動の影響が顕在化してきています。こうした状況を踏ま

え、２０１５年に国連気候変動枠組条約第２６回締約国会議ＣＯＰ２６では、地球温暖化の主

な要因と考えられる二酸化炭素の削減へ世界が協力して取り組むため、パリ協定が採択され、

産業革命以前に比べ平均気温の上昇を１.５℃までに抑える努力目標が決定されました。
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また、国は２０２０年１０月に、２０５０年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

する２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。

こうした中、私たち一人一人が今まで以上に地球環境に強い危機感を持ち、地球温暖化の原

因である二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス排出量を削減し、脱炭素社会への取組が重要

であります。

歌志内市においては、「住みたいまち、次世代に誇れるまちの実現」をスローガンに、私た

ちのかけがえのないふるさとを未来の世代によりよい姿でつないでいくために、市民、事業

者、行政が一体となって、脱炭素社会の実現に向け、２０５０年までに二酸化炭素排出量実質

ゼロにするゼロカーボンシティを目指すことを宣言します。

令和５年２月２７日。

歌志内市長、柴田一孔。

以上でございます。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

以上で、市政報告を終わります。

報 告 第 １ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第５ 報告第１号定期監査等結果報告についてを議題といたしま

す。

この件については、提案説明を省略し、質疑に入りたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これで、報告第１号は、報告済みといたします。

市 政 執 行 方 針 演 説

○議長（川野敏夫君） 日程第６ 市政執行方針演説を行います。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） －登壇－

令和５年度市政執行方針。

令和５年第１回定例市議会の開会に当たり、新年度の市政執行に臨む私の所信と施策の大綱

について申し上げ、市議会議員並びに市民の皆様に御理解と御協力をお願いするものでありま

す。
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はじめに。

早いもので、新たな時代の令和も５年目を迎え、私が市長に就任してから、まもなく２年半

がたとうとしています。私は、市民が主役のまちづくりを信条に、「誰もが住みたいまち、次

世代に誇れるまち」の実現に向けて取り組んでまいりました。

今後も、市政の運営をより一層の決意と情熱をもって、市民の皆様とともに、さらに前に進

めてまいります。

さて、我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を図

ることにより、緩やかな持ち直しが続いております。その一方で、世界的なエネルギー・食料

価格の高騰や欧米各国の金融引締め等による世界的な景気後退懸念など、取り巻く環境には厳

しさが増しております。

こうした中、本市においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

て、感染防止対策、地域経済対策、福祉・医療施設等の支援及び物価高騰対策として必要な事

業を実施し、市民生活や地域経済への影響を最小限に止めるように取り組んでまいりました。

コロナ禍に入り３年が経過した今、収束後の社会を見据え、市の地域課題に対応した行政運

営により、歌志内市総合計画後期基本計画、第２期歌志内市まち・ひと・しごと創生総合戦略

に掲げる、それぞれの目標達成に向け各種施策を推進していくことといたします。

一方、本市の財政構造は、自主財源である市税が、人口減少とそれに伴う経済・産業活動の

縮小によって歳入に占める割合は僅かであり、依存財源である地方交付税が大宗を占めてお

り、政策的な経費に充てる財源に余裕がない硬直化した状況が依然として続いています。

今ある市民サービスの維持が求められる一方、社会ニーズの多様化により、これまで以上の

サービス拡充や新たな政策課題への取組も求められておりますが、限られた財源の中、計画的

で効果的な財政運営とともに、将来の歌志内を見据え、各種施策事業を着実に進めてまいりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

次に、令和５年度に取り組む主要施策の大綱について申し上げます。

第１は、「市民と協働で創るまち」であります。

地域課題に対応していくためには、市民の皆様の思いに寄り添い、行政ニーズを的確に把握

した上で、共感を得ながら施策事業を進める必要があります。

住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、市民自らが、まちづくりや地域課題に関

心を持ち、主体的に取り組むことが不可欠であり、地域団体などが取り組む地域づくり活動に

対して、必要な支援を継続し、行政と市民が共通する目的の実施に向け、ともに考え、ともに

行動する協働のまちづくりを今後も推進してまいります。

広報広聴活動につきましては、広報うたしないを見やすく親しみやすい紙面にするため、広

報モニターからの御意見などを反映しながら、市民に伝わるための紙面の工夫に努めてまいり

ます。

公式ホームページは、子育て応援サイトを充実させるなど、市民に必要な情報を分かりやす

く提供するとともに、フェイスブックも活用しながら市の魅力やタイムリーな情報の発信に努

めてまいります。

また、多くの市民と直接の対話を進めるため、町内会連合会との情報交換会や歌志内学園児

童生徒との語る会、ふれあい市長室などを開催し、十分な情報提供を行い、市民ニーズの把握

に努めるほか、まちの将来あるべき姿などを語り合う場である歌志内／夢・まち未来会議から

は、引き続き新たな発想の下にいただく意見を、地域課題の解決及びまちづくりの指針として

参考にさせていただきます。
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非核平和活動につきましては、地区連合が実施している原水爆禁止世界大会への参加費用を

負担するほか、希望する市民も参加できるよう助成を行い、恒久平和に対する意識の高揚に努

めてまいります。

また、多様化する行政課題に対応するため、職員に対し研修への参加を促し、職責に応じた

スキルアップを図るとともに、自己啓発による資質の向上を目的とした先進地視察などの自主

研修や、諸課題に対応できる人材の育成を目指し、自治大学校などの高度で専門的な研修への

派遣を継続してまいります。

次に、本市の財政運営につきましては、人口減少下において歳入の減少が見込まれるととも

に、公共施設等の老朽化への対応など、非常に厳しい状況が続くことから、限られた財源を効

率的、効果的に活用し、持続可能な財政構造を確立しながら、将来世代に過大な負担を残さぬ

よう健全化に努めてまいります。

広域行政の推進につきましては、中空知広域市町村圏組合の構成市町における共通認識、相

互補助及び創意工夫を図り、中空知定住自立圏形成協定に基づく各種取組を含め連携してまい

ります。

また、北海道空知地域創生協議会における空知全体の活性化や魅力発信のための広域的事業

を推進することにより、持続可能な地方の活性化に努めてまいります。

情報化に関する取組につきましては、住民サービスの向上及び行政運営の効率化を図るた

め、国の自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画に基づき、自治体情報

システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化に取り組んでまいります。

第２は、「活力と魅力あふれるまち」であります。

北海道経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が和らぐ下で、個人消費を中心

に景気が持ち直している一方、物価高が企業収益の悪化や家計の購買力低下に大きな影響を与

えております。

また、観光産業や飲食業では、日常の回復が期待されておりますが、コロナ禍前の水準に戻

るには、まだ時間を要するものと言われております。

市内商工業者においても、引き続き厳しい経営を余儀なくされていることから、商業振興と

消費喚起を目的とするプレミアム付商品券発行事業への支援を継続するとともに、うたしない

企業の笑顔応援補助金による事業支援や新たに起業を目指す方への創業支援事業補助金を引き

続き実施し、地域経済の活性化に取り組んでまいります。

企業誘致活動につきましては、対象企業の発掘や誘致実現に向け、歌志内市産業振興アドバ

イザーの専門的な知識及び経験に基づく助言や情報提供を得ながら取り組んでまいります。

また、多くの市民が望んでいたスーパーマーケットが本年度オープンすることから、市内商

業全体の活性化はもとより、雇用の確保や地域のにぎわいの醸成に期待するとともに、供用開

始となる地域交流施設の効果的な活用に努めてまいります。

鉱業の振興につきましては、北海道電力株式会社奈井江発電所及び砂川発電所の令和９年３

月末での廃止が決定され、空知炭礦グループによる露頭炭採掘事業における地域経済及び雇

用、さらには今後のまちづくりにも大きな影響を与えることから、関係機関との情報共有に努

めながら、必要な支援、取組を進めてまいります。

次に、農業の振興につきましては、民間法人へ譲渡し、２年目を迎えたワイン用ぶどう栽培

事業は、昨シーズン一定程度の収穫を得ることができましたので、事業の安定化及び今後の６

次産業化に向け、事業者はもとより関係機関と連携の下、引き続き支援を行ってまいります。

また、市内農業者を対象に、新たな制度による農業等振興補助金を交付し、農業等の育成と
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安定的な経営を図るため、支援を行ってまいります。

なお、有害鳥獣対策につきましては、春・秋のエゾシカ一斉駆除をはじめ、近年、市街地ま

で出没しているヒグマ対策として、猟友会や警察との連携、さらに近隣市町との情報共有を図

りながら取り組んでまいります。

次に、観光振興につきましては、本市における主要な観光資源を生かした環境づくりが必要

であることから、観光振興計画（仮称）の策定に取り組んでまいります。

また、地域おこし協力隊員を新たに採用し、イベントの企画などをはじめ、観光情報等の発

信に努めるとともに、道の駅附帯施設については、改めて指定管理者制度を含め、効果的な活

用に向け取り組んでまいります。

株式会社歌志内振興公社が経営するチロルの湯につきましては、近隣を含めた人口減少によ

る利用者の減少及び施設の経年劣化への対応など、厳しい経営が続いておりますが、アフター

コロナも見据えながら、引き続き、市民の健康増進施設として必要な支援を行うとともに、同

社と連携の下、スポーツ合宿等の誘致を進めてまいります。

労働行政につきましては、各分野において、人手不足や人材不足が続いていることから、商

工会議所やハローワークなど関係機関との情報共有や、広報などを利用した各種制度の情報提

供を進めるとともに、合同企業説明会などへの参加を促進するなど雇用の確保に努めてまいり

ます。

次に、定住化対策につきましては、住宅建設等奨励金制度において子育て世帯に対する支援

を拡充するほか、充実した子育て支援制度や教育環境を総合的にＰＲするなど、定住化に向け

て取り組んでまいります。

併せて、定住する意思をもって転入される子育て世帯等に対して、移住応援助成金を交付す

ることで子育て世代の移住を促進し、地域活力の向上を図ってまいります。

また、子育て中の女性を対象に、就労のために必要な資格や免許の取得に要する費用の一部

を助成し、子育て後の再就職や起業などへのチャレンジを後押しすることにより、定住化につ

なげてまいります。

なお、交流人口を増やす取組としましては、かもい岳スキー場やチロルの湯との連携、さら

には、市民祭りや冬の風物詩であるなまはげ祭りなど、積極的に活動されている諸団体への支

援継続はもとより、地域資源や地域の特性を生かした魅力ある地域づくりを進めてまいりま

す。

第３は、「健康で心ふれあうまち」であります。

地域福祉の推進につきましては、高齢者をはじめ、全ての市民が健康で幸せな人生を長く続

けられるよう健幸寿命の延伸を最重要課題と捉え、引き続き、誰もが住みたいと思える福祉の

まちづくりの実現を目指してまいります。

併せて、歌志内市地域福祉計画に基づき、多様化する福祉課題に着実に取り組むとともに、

社会福祉協議会が地域福祉活動の拠点として効果的に機能するよう支援と連携を図ってまいり

ます。

高齢者福祉の推進につきましては、生活支援をはじめとする各種事業を継続して実施すると

ともに、第９期歌志内市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に取り組んでまいりま

す。

なお、外出支援助成事業につきましては、公共交通機関であるバス及びタクシーを利用した

市内移動支援の実証実験を行い、新たな支援策の在り方について研究してまいります。

歌志内市デイ・サービスセンターにつきましては、指定管理による運営を継続するととも
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に、不具合の生じている設備改修を行うなど、利用者の皆様が安全で快適なサービスが受けら

れるよう環境整備を進めてまいりま

す。

児童福祉の推進につきましては、認定こども園における質の高い幼児教育の提供とともに、

充実した保育の場を確保し、利用する全ての子供たちに体験や学習、交流などの機会を提供し

てまいります。

障がい者福祉の推進につきましては、歌志内市障がい者計画及び歌志内市障がい福祉計画に

基づき、各種サービスの提供を推進するとともに、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

広域連携による支援策の継続により、障害者の自立と社会参加の促進を図ってまいります。

次に、保健行政の推進につきましては、次期歌志内市健康増進計画を策定し、市民の誰もが

より長く健康で安心して暮らし続けることができるよう、引き続き予防対策事業及び健康づく

り事業を推進してまいります。

また、高齢者のフレイル対策・重症化予防による健康寿命の延伸を目指すため、高齢者の保

健事業と介護予防の一体的な実施事業を推進してまいります。

母子保健事業につきましては、伴走型相談支援及び出産･子育て応援給付金の一体的実施事

業のほか、新たに産後ケア事業や弱視の危険因子などを検査できる機器の整備など、出産から

子育て時期に重点を置いた切れ目のない支援策を展開してまいります。

さらに、感染症対策事業のインフルエンザ予防接種の無料接種につきましては、引き続き１

８歳以下の子供及び妊婦のほか、高齢者を対象に実施してまいります。

また、新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国の動向を踏まえ、保健所、医療機

関等とも綿密に連携しながら、引き続き、感染拡大防止に向けた取組を徹底してまいります。

病院事業につきましては、病院運営の指針としております歌志内市立病院経営健全化計画を

基本に、引き続き経営の健全化に努力してまいります。

なお、本年度は国から示された公立病院の経営強化に向けた新たなガイドラインに基づく新

たなプランを策定するとともに、持続可能な医療提供体制を確保するための必要な取組を検討

してまいります。

また、市内唯一の病院として市民の初期医療を担うため、医師体制につきましては、現在の

固定医師２名体制を維持しながら、北海道大学病院や北海道地域医療振興財団の支援を受け、

安定的な医療の提供に努めてまいります。

建設改良工事につきましては、老朽化した病院建物の外部改修工事を行うとともに、医療機

器につきましては、画像診断システムや企業会計システムなどの更新を行ってまいります。

次に、国民健康保険事業につきましては、北海道が実施主体となり、安定的な財政運営や効

率的な事業の確保に取り組んでおります。

引き続き、適正な保険税の賦課・徴収に努めるとともに、北海道国民健康保険運営方針及び

空知中部広域連合の計画に基づき、医療費の適正化を図りながら各種保健事業を推進し、被保

険者の健康の保持・増進及び事業の健全な運営と国保財政の安定化に努めてまいります。

後期高齢者医療事業につきましては、被保険者が安心して医療が受けられるよう、運営主体

である北海道後期高齢者医療広域連合の計画に基づき、制度の円滑な運用に努めてまいりま

す。

また、子供の医療費助成につきましては、子育て世帯の経済的負担を軽減し、次代を担う子

供たちの保健の向上と健やかな育成を図るため、１８歳までの医療費無料化を継続してまいり

ます。
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第４は、「安心して快適に暮らせるまち」であります。

市民の安全で安心な暮らしを支えるため、北海道とともに道路や河川、治山施設などの日常

的なパトロールを実施し、安全確保に努めるとともに、必要に応じて北海道に対し維持管理な

どの要望を行ってまいります。

道路事業につきましては、筍沢線路肩法面復旧対策工事等を行うとともに、安全な通行を確

保するため、市内各所にある支障木の伐採を行うなど維持管理に努めてまいります。

また、市民の安心安全の確保及び消費電力の節減に向け、引き続き防犯灯のＬＥＤ化を推進

してまいります。

橋梁整備につきましては、歌志内市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の延命化を図るた

め、計画的に修繕事業を行い、安全性の確保に努めてまいります。

河川事業につきましては、近年の局地的豪雨被害対策及び普通河川の維持として、引き続き

河川のしゅんせつなど浸水対策の強化に努めてまいります。

都市計画事業につきましては、歌志内市立地適正化計画に基づき、居住機能や医療・福祉、

商業、公共交通などの様々な都市機能を誘導することで、まちのコンパクト化を図りながら、

効率のよい快適で利便性の高いまちづくりを進めてまいります。

市営住宅の整備につきましては、既存住宅の長期的活用や住環境の改善を図るため、文珠高

台団地公営住宅２棟２６戸の屋上防水・外壁塗装、歌神一区地区改良住宅１棟１２戸のボイ

ラー更新を実施するとともに、中村中央地区改良住宅４棟２０戸の解体除却のほか、入居者が

少なくなってきた市営住宅の集約化を進めてまいります。

また、管理灯のＬＥＤ化を加速し、より一層、良好な住環境整備に努めてまいります。

さらに、住環境整備の方針を定める住生活基本計画を見直すとともに、公営住宅の整備方針

等を定める歌志内市公営住宅等長寿命化計画についても整合性を図るように見直し、誰もが安

心安全で快適に暮らすことのできるコンパクトな住環境の形成に取り組んでまいります。

上水道事業につきましては、中空知広域水道企業団の管理の下、安全で安定的な水道水の供

給が確保されるよう努めてまいります。

下水道事業につきましては、より快適性の向上を図るため、未整備住宅への水洗化促進に努

めるとともに、下水道不明水の増加に伴う対策強化として、各マンホール内の目視点検を実施

するほか、カメラ調査による結果に基づき、不明水の止水対策を行ってまいります。

また、本年度から地方公営企業法を適用した会計に移行し、持続的で安定的な事業運営に努

めてまいります。

次に、環境衛生事業の推進につきましては、ごみの不法投棄や不適正排出の防止を図るた

め、看板の設置や広報紙・巡回による啓発を行い、環境美化に努めてまいります。

また、市民等に対し蜂の巣駆除に要した費用の一部を助成し、蜂による危害から守り、安全

な生活環境の維持を図ってまいります。

ごみの減量と再資源化につきましては、資源回収奨励金の交付による資源回収団体の活動を

支援することにより、資源物の回収を促進するとともに、市民や地域、団体などと連携しなが

ら推進してまいります。

また、令和４年４月にプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が施行し、家庭か

ら排出されるプラスチックごみの分別収集と再品化が求められていることから、砂川地区保健

衛生組合などとともに検討してまいります。

可燃ごみの処理につきましては、中・北空知廃棄物処理広域連合の焼却施設において円滑に

適正処理されるよう、広域連合などと連携を図るとともに、広域連合から受託した焼却灰を処
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理する専用施設である東光最終処分場を適正に管理運営してまいります。

また、令和２年４月から３年間を目途に、赤平市の一般廃棄物を上歌最終処分場で受入れを

しておりますが、同市から引き続き本市への受入れの要請を受けたことから、広域的行政運営

の推進及び隣接する同市の状況を鑑み、本年度以降も継続して一般廃棄物を受け入れることと

し、同市と情報共有を図りながら、処分場の適正な管理運営に努めてまいります。

し尿等の処理につきましては、石狩川流域下水道組合及び赤平市との連携を図りながら、適

正な共同処理に努めてまいります。

環境保全の推進につきましては、近年、世界的に地球温暖化への危機感はますます強くなっ

ております。このため、国が掲げる２０５０年までの温室効果ガス排出量実質ゼロ、カーボン

ニュートラルの達成に向け、省エネルギー化の推進や再生可能エネルギーの導入について検討

するなど、安心して暮らせる持続可能な社会を実現するため、脱炭素社会を目指した取組を進

めてまいります。

消防行政の推進につきましては、多種多様化する災害に迅速に対応するため、消防業務管理

システムを拡張し、災害現場における支援体制の充実に努めてまいります。

また、令和５年度は、歌志内に公設消防組が設置されて１００周年の大きな節目の年となる

ため、１００周年を記念した消防演習や式典など実施いたします。

火災予防につきましては、防火対象物への立入検査による違反是正の徹底及び住宅における

防火指導などによる啓発活動の強化を図り、無火災を目指してまいります。

救急業務につきましては、高齢化を背景とした業務の高度化に対応するため、特定行為等を

行う救急救命士を主体とした教育研修を進めてまいります。

なお、消防の広域化につきましては、北海道消防広域化推進計画に基づき、関係機関と引き

続き協議してまいります。

防災対策につきましては、避難訓練や防災説明会を実施するなど、市民の防災・減災に対す

る意識の高揚を図るとともに、自主防災活動の普及啓発を図ることといたします。

また、食料や生活用品などの防災備蓄品については、品目の追加や計画的な更新・整備を行

うほか、防災ハザードマップを更新し全世帯へ配布いたします。

防犯対策につきましては、犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指し、自主防犯活動に取

り組む諸団体への支援など、関係機関と連携しながら、地域ぐるみによる防犯体制の強化に努

めてまいります。

次に、交通安全の推進につきましては、新たな目標である交通事故死ゼロ５,０００日を目

指し、引き続き交通事故のない安全なまちづくりを進めるため、関係機関や団体と連携した交

通安全運動及び啓発活動を行い、交通事故抑止に向けた対策を推進してまいります。

消費者行政の推進につきましては、複雑かつ巧妙化する悪質商法・霊感商法や振り込め詐欺

などの消費者被害の未然防止と被害相談への迅速な対応を図るため、引き続き滝川地方消費者

センターなど関係機関と連携し、消費者保護に努めてまいります。

また、依然として特殊詐欺や消費生活相談において高齢者被害の相談が多いことから、啓発

資材を配布するなど、被害の未然防止にかかる啓発活動に取り組んでまいります。

第５は、「豊かな心を育む教育と文化のまち」であります。

急速に進む人口減少や少子高齢化、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などにより、先行

きが不透明で将来の予測が困難な時代の中にあって、教育を取り巻く環境もＩＣＴ化が進展す

るなど大きな転換期を迎えております。

こうした状況下にあっても、次代を担う子供たちの健やかな成長は、市民共通の願いであり
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ます。第２期歌志内市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げるまちの目指すべき姿であるオ

ンリーワンの子育て・教育と人づくりを大切にするまちの実現に向け、教育委員会と連携しな

がら教育の充実に努めてまいります。

学校教育につきましては、開校３年目を迎える義務教育学校歌志内学園の安定した運営を支

えるため、学校や教育委員会との情報共有に努めるとともに、充実した学びの場となるよう必

要な支援を行ってまいります。

また、児童・生徒の給食費無料化や修学旅行費用全額助成の継続、高等学校等就学支援金の

増額などにより、引き続き子育て世帯への経済的支援を図ってまいります。

社会教育につきましては、子供から高齢者までが学びによる人とのつながりの大切さを実感

できるよう、生涯学習の充実に向けた各種事業、行事などへの支援を行ってまいります。

また、コミュニティセンターや図書館、郷土館などの社会教育施設が幅広く利用されるよ

う、健康で生きがいのある生活を支援する学習活動の充実に努め、文化・芸術・スポーツ活動

の振興を図るために、関係団体などの活動を支援してまいります。

なお、児童館等一元化施設の整備につきましては、昨年度、文教地区複合施設整備検討委員

会において基本設計策定に向け検討を重ねられたところであり、本年度は実施設計策定に係る

経費を予算計上し、令和７年度の開設に向け各種準備を進めるとともに、施設の有効活用を図

るための具体的な検討を進めてまいります。

私から教育分野の概略について御説明いたしましたが、具体的な施策などにつきましては、

別途、教育長からの教育行政執行方針の中で申し上げることといたします。

以上、令和５年度の市政執行に臨む私の決意と、主要な施策の大綱を述べさせていただきま

した。

むすびに。

日本の人口が総じて減少し、全国的に過疎化が進んでおりますが、本市の人口減少は、それ

を大きく上回るスピードで進行するとともに、少子高齢化の影響により地域社会に様々な課題

を生じさせております。

人口減少の一つの要因であった買い物問題の解決に向け、本年度、文珠地区に商業施設を

オープンさせることにより、利便性やまちの魅力の向上にもつながり、住みやすいまちになる

ものと確信しております。

歌志内は、明治の開拓期に開村し、先人たちが努力により築き上げてきた誇れるまちであり

まして、人口２,７００人余りの小さなまちとなりましたが、私は、市民の皆様と一つになっ

て、「誰もが住みたいまち、次世代に誇れるまち」として歌志内市創生の実現に全力を注ぐ決

意であります。

議員各位並びに市民の皆様には、今後とも一層の御理解と温かい御支援を賜りますようお願

い申し上げまして、令和５年度の市政執行方針といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、教育行政執行方針演説を行います。

織田教育長。

○教育長（織田靖雄君） －登壇－

令和５年度教育行政執行方針。

令和５年第１回定例市議会の開会に当たり、教育行政の執行方針について申し上げます。

はじめに。

人口減少や少子高齢化に加え、グローバル化の進展、さらには新型コロナウイルス感染症へ
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の対応など、社会環境が大きく変化する中にあって、これからの時代は、教育をはじめとする

様々な分野において、技術革新が今まで以上にスピード感を持って進んで行くことが予想され

ます。

今後も起こり得る予測困難な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、一人一人が持

続可能な社会の創り手となるためには、生涯にわたって学び続けることが重要であり、学ぶこ

との楽しさ、分かることのうれしさを実感できる教育を実現することが求められています。

こうした中、本市においては、歌志内市総合計画後期基本計画及び第２期歌志内市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に基づき、各種施策の推進に全力を傾注しているところであり、教育

行政におきましても、歌志内市教育大綱の基本目標である「豊かな心を育む教育と文化のま

ち」の実現に向け、次世代を担う子供たちを守り育て、生涯学習社会に対応した社会教育の充

実に全力を尽くしてまいります。

次に、主な施策について申し上げます。

第１は、「学校教育の充実」であります。

空知管内で初めて開設された義務教育学校歌志内学園は３年目となり、「夢の実現に向かっ

て変化する時代を力強く生き抜く子の育成」を教育目標に掲げた教育活動も、いよいよその成

果が問われる時期となってきました。

義務教育９年間を見通した教育課程を編成する中で、全ての子供たちの可能性を引き出し、

歌志内学園だからこそできる連続性や系統性を重視した教育活動をより明確にし、個別最適な

学びと協働的な学びの実現を目指し、次の５点をもって学校教育の充実を図ってまいります。

（１）教育内容の充実。

子供たちが変化の激しい時代を生きていくためには、基礎的、基本的な知識・技能の習得とそ

れらを活用した課題解決のために必要な思考力、判断力、表現力などに加え、ＩＣＴの活用能

力を育むことが重要であり、加えて、主体的・対話的で深い学びを充実させる必要がありま

す。

そのために、教科担任制を前期課程の一部より導入し、専門性を身につけた教員の指導に

よって授業の質を向上させると同時に、確かな学力の定着を図るため、引き続き支援員を配置

いたします。

また、ＧＩＧＡスクール構想により環境整備が進んだＩＣＴの活用は、前年度に導入したデ

ジタルドリルの有効利用などもあり、充実した授業内容が図られているほか、臨時休業等に伴

うオンライン学習や、不登校などにより特別な支援が必要な児童生徒に対するきめ細やかな支

援にも効果が生まれています。学習用端末の充実や必要な家庭へのオンライン学習通信費の負

担、ＩＣＴ支援員の配置などを引き続き行うとともに、高等学校等入学時のパソコン購入費助

成も継続してまいります。

特別支援教育につきましては、インクルーシブ教育の理念の下、全ての子供たちが障害の有

無や多様な個性を互いに認め合い、支えながら学んでいくことのできる環境を醸成するため、

個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用を推進し、一人一人の教育的ニーズに応じ

た教育を推進してまいります。

（２）学習環境の充実。

前期課程における学級編成につきましては、よりよい教育環境を維持するため、市費負担に

よる教員を確保し、全ての学年での単式学級の継続を図ってまいります。

また、長期休業を活用した学習機会の提供や、外部講師による公的学習塾を開設することに

より、自主的に学習しようとする児童生徒の基礎学力の向上に努めてまいります。
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いじめ防止対策や不登校児童生徒への支援につきましては、いじめの未然防止、不登校等の

早期把握・早期対応や教育相談体制の充実を図りながら、全ての子供たちが安心して学校に通

えるよう、あるいは、学びの場の確保のため、家庭や関係機関と密接な連携を図り、迅速で適

切な対応を心がけてまいります。

施設整備につきましては、前年度に引き続き校舎外壁改修を実施するほか、音楽室など使用

頻度の高い教室へのエアコン設置等を行ってまいります。

（３）学校給食の充実。

学校給食につきましては、育ち盛りの子供に質、量ともに満足できる給食を届けるため、メ

ニューの工夫や改善を図りながら、安心・安全な給食提供に努めるとともに、食事の重要性や

楽しさ、食への感謝の気持ちを育み、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるこ

とができるよう、栄養教諭を中心として発達段階に応じた食育指導に取り組んでまいります。

（４）地域連携の充実。

学校、家庭、地域の連携強化を図ることを目的として設置したコミュニティ・スクールにつ

きましては、地域とともにある学校づくりを進めるため、子供や学校が抱える課題を共有する

とともに、学校を支援する活動の企画、調整を行ってまいります。

また、子供たちが非行や犯罪に巻き込まれることなく、安心して過ごすことができるよう、

地区補導員や関係機関との連携を強化するとともに、各町内会・自治会やこども１１０番の家

からの協力を得ながら、巡視や見守り活動を続けてまいります。

（５）子育て支援の充実。

近年、新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵攻を背景とした世界情勢悪化

の影響に伴い、深刻な物価高騰が続いており、家計を圧迫しています。

こうした中、児童生徒を持つ家庭が安心して子育てに集中できる環境を整えるため、学校給

食費無料化や歌志内学園修学旅行費用の全額助成等を引き続き実施するとともに、高等学校等

就学支援金を増額するほか、歌志内学園後期課程に進級する生徒に対してトレーニングウェア

等を支給する事業を創設してまいります。

第２は、「社会教育の充実」であります。

人生１００年時代を迎える今、技術革新やＳＤＧｓへの取組など、社会の変化は著しく、複

雑な社会情勢を乗り越えるためには、一過性の学びではなく、社会や多くの人々と関わりなが

ら、自らの日常生活に生かすことができる学びの継続が必要です。

加えて、人口減少と少子高齢化が続く中で、市民一人一人が生涯にわたって学習に取り組む

など、社会教育の柔軟な対応が求められております。

これらの課題解決に向けて、昨年策定した第８次歌志内市社会教育中期計画の基本目標であ

ります「地域への愛着や誇りの育成と時代の変化への対応」に向けた各種取組を推進するとと

もに、地域の中で生きる力や豊かで強い心を培い、社会や家庭で学んだことを様々な場で生か

すことができるよう、次の６点をもって社会教育の充実を図ってまいります。

（１）幼児教育及び家庭教育、放課後児童対策の充実。

幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、家庭における教育が、全

ての教育の出発点と言われ、家族との触れ合いを通じて、人に対する信頼感、豊かな情操や思

いやりを育むことができます。

幼児期及び幼保小接続期の教育の質的向上に向けて、認定こども園と歌志内学園が連携し必

要な情報共有や学習機会を設け、子育て支援及び教育内容等の充実に努めてまいります。

なお、地域おこし協力隊員等を活用して設置することを検討している、放課後における新た
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な学びの場につきましては、子供たちだけにとどまらず、様々な年代に対しても学びを展開で

きる場となるよう調査、研究を続けてまいります。

（２）成人・高齢者教育の充実。

誰もが人生どの時期においても必要なことを自ら学び、その成果を個人生活や社会に生かす

ことが今後益々重要となってきます。

市民講座チロル学園につきましては、時代の変化やニーズに応じた学習機会の提供に努める

とともに、自らが持つ豊かな知識や経験を社会に還元しつつ、よりよい社会を作る主役とし

て、自身の生きがいが見つかる機会を積極的に選び取れるよう、様々な活動を推進してまいり

ます。

（３）読書活動の推進。

子供の読書活動につきましては、歌志内学園と連携し、学校図書の充実や図書室の運営面で

の支援を行い、子供たちが読書を通じて健やかに成長し、よりよい読書習慣を身につけること

ができるよう努めてまいります。

市立図書館につきましては、誰もが利用しやすい環境づくりを進めるため、蔵書の更新や貸

出業務のほか、インターネットサービス、読み聞かせ等の読書推進事業を実施し、より多くの

市民に利用されるよう努めてまいります。

また、感染症対策や高齢等の理由により、外出を控える方への読書の普及を図るため、本の

宅配サービスを継続するとともに、ホームページや広報紙を活用しながら、新規利用者の開拓

を行ってまいります。

（４）生涯にわたるスポーツ活動の充実。

スポーツは明るく活力に満ちた社会の形成や個々人の心身の健全な発達に必要不可欠なもの

です。

学校における体力・運動能力の向上につきましては、従来からある体力向上アプローチプロ

グラムに基づいた取組を行うとともに、放課後や昼休みなどの自主的な運動機会の充実を図っ

てまいります。

また、市民の健康保持と増進につきましては、子供から高齢者までの幅広い世代が参加でき

るニュースポーツ、モルックの普及や、環境美化を行いながらウォーキングを楽しむクリーン

ウォークなど、誰もが参加しやすい事業を展開するとともに、冬場の運動不足解消のため、ス

キー場シーズン券購入費助成を継続してまいります。

一方、学校における部活動の在り方につきましては、国が示したガイドラインでは、本年度

から令和７年度までを改革推進期間とし、休日の地域連携・地域移行などを進めることとして

おりますが、受け皿となる団体や指導者の確保が懸念されることから、北海道や近隣市町の動

向を見極めながら必要な対策を検討してまいります。

（５）芸術・文化の充実。

芸術・文化は、生活に豊かさや潤いをもたらし、価値観を共有しながら交流を深めることが

できます。

コロナ禍にあって人々の交流が減り、芸術・文化に触れる機会も減少しておりましたが、こ

れまで築いてきた灯火を消さぬよう、文化連盟や各種サークルの活動を支援するとともに、日

常が取り戻しつつある中、より多くの方の参加、鑑賞を目指しながら市民芸術文化祭を開催す

ることにより、市民自らがまちの文化を担うという意識の醸成を図ってまいります。

（６）社会教育施設の適切な管理と運用。

児童館等一元化施設につきましては、令和７年度の完成・運営開始に向け、文教地区複合施
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設整備検討委員会で議論を重ねた検討結果を基に、実施設計策定業務等を行ってまいります。

また、放課後の子供の居場所づくりを充実するだけでなく、図書館やコミュニティー機能、

市民体育館の代替機能などを備えた複合施設として多くの世代にも利用されるよう、施設の付

加価値を高め有効活用に向けた検討を進めてまいります。

なお、施設完成時には教育委員会事務局の移転を予定しており、学校、認定こども園、児童

館、教育委員会事務局が同じ敷地内に位置することで連携がより一層強化され、子育て・教育

の拠点として、それぞれの機能が充分に発揮できることに期待しているところです。

老朽化が著しい市民体育館につきましては、歌志内学園体育館の一般開放事業への転換を検

討するとともに、近隣市町の体育施設やプールの共同利用などを引き続き促進してまいりま

す。

コミュニティセンターうたみんにつきましては、地域コミュニティーの拠点機能として多く

の市民が相互に学び合い、交流を促進できるよう、サークル活動などを通じて、それぞれの知

識や技能、経験を深める機会を提供しながら利用を促進してまいります。

また、市民の交流と施設の幅広い利用を促進することを目的として地域交流事業実行委員会

が実施する、ハロウィンコンサートをはじめとする各種事業に対して必要な支援を行ってまい

ります。

郷土館ゆめつむぎにつきましては、郷土の歴史や文化を継承し、多くの方々に伝える拠点と

して活用していくため、館内展示装置等の改修を行いながら、施設の魅力向上を図ってまいり

ます。

また、郷土館のホームページに、保存資料を掲載するコーナーを新たに設け、郷土の歴史を

学ぶ機会を提供してまいります。

旧空知炭鉱倶楽部こもれびの杜記念館につきましては、貴重な歴史遺産として、施設維持と

有効活用に努めてまいります。

なお、両館の活性化や郷土文化等に係る魅力発信を中心に活動することを目的として、地域

おこし協力隊員を引き続き配置してまいります。

以上、令和５年度の教育行政の執行方針について申し述べました。

むすびに。

教育委員会といたしましては、学校や家庭、地域、行政による連携をこれまで以上に深めな

がら、本市が築き上げてきた歴史や文化を学校教育、社会教育それぞれの場で効果的に活用す

るとともに、教育に対する市民の期待に応えるためにも、関係機関及び諸団体との密接な連携

を保ち、教育・文化・スポーツの振興に最善をつくす所存であります。

市議会をはじめ市民の皆様の教育行政に対するより一層の御理解と御協力を心からお願い申

し上げ、令和５年度の教育行政執行の方針といたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これをもって、市政執行方針及び教育行政執行方針演説を終わりま

す。

なお、市政執行方針及び教育行政執行方針を含む一般質問は、明日３月１０日及び１３日、

１４日の３日間を予定しております。

ここで、１０分間休憩をいたします。

午前１１時０５分 休憩

────────────────

午前１１時１４分 再開
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○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議 案 第 ４ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第７ 議案第４号歌志内市個人情報の保護に関する法律施行条例

の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４号歌志内市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案理由は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律

第３７号）の施行により、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）が改正さ

れたことに伴い、同法の施行について必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとする

ものであります。

次ページの本文にまいります。

歌志内市個人情報の保護に関する法律施行条例。

第１条は、趣旨の規定でございます。個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事

項を定めるものでございます。

第２条は、定義の規定でございます。第１項では実施機関を、第２項ではこの条例で使用す

る用語は、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行令で使用する用

語の例によることを定義するものでございます。

第３条は、開示請求に係る手数料等の規定でございます。開示請求に係る手数料は無料と

し、写しの交付に要する費用については負担していただくことを規定するものでございます。

第４条は、開示請求の手続の規定でございます。開示請求書には、法律及び規則で定める事

項を記載していただくことを規定するものでございます。

第５条は、開示決定等の期限に関する特例の規定でございます。開示決定等までの期限につ

いて、法律に定める日数から短い日数で行うことを規定するものでございます。

第６条は、訂正請求の手続の規定でございます。訂正請求書には、法律及び規則で定める事

項を記載していただくことを規定するものでございます。

附則。

第１条は、施行期日でございます。この条例は、令和５年４月１日から施行するものでござ

います。

第２条は、歌志内市個人情報保護条例の廃止でございます。本条例を新規制定することに伴

い、旧条例である歌志内市個人情報保護条例を廃止するものでございます。

第３条は、歌志内市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置でございます。廃止前の歌志内

市個人情報保護条例の規定により、知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、または不当な目

的に利用してはならない義務などについて、この条例の施行後も同様とするものでございま

す。

第４条は、歌志内市行政不服審査会条例の一部改正でございます。定例会資料の１ページを

併せて御覧願います。本条例の新規制定により、歌志内市行政不服審査会条例第７条に記載の

「歌志内市個人情報保護条例」を「歌志内市個人情報の保護に関する法律施行条例」に改める
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ものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 何点かお聞きしたいと思います。

今回の条例なのですけれども、これ国のデジタル関連法の一環として個人情報保護法が改正

されまして、個人情報の保護制度が全国的に共通ルールとして適用されることになりました。

これまであった、附則の中にはありますけれども、これまであった本市の個人情報保護条例を

廃止して今回のこの条例を制定するという中身なのですけれども、これ今までの歌志内市の条

例では、個人の情報利益の保護を目的としていたものだと思ってはいるのですけれども、今回

それを廃止して、制定する新しい中身というのは、どういう位置づけなのかを聞いておきたい

と思っております。

もう一つでございます。この条例に付随されまして、匿名加工情報、仮名加工情報、こう

いったところがあります。この匿名加工情報などは、情報漏えいの危険性からそぐわないとい

う意見がかなり多いものがありますので、匿名加工情報などの取扱いというのは今後どういう

ふうにしていくのか、それをちょっと聞いておきたいと思っております。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 今回の条例制定の中身等でございます。まず、現在まで市町村と

いいますか、私たちがやっている個人情報の保護条例というのは、それぞれの市町村で制定し

て運用していたという部分がございます。今回、この個人情報の保護に関する法律が施行され

て、例えば民間事業者の方だとか、独立行政法人、国の行政機関、それぞれ違う法律で個人情

報の保護をしていたものを、今回この法律に一元化して、同じ品質というのでしょうか、情報

の保護をする質をもって個人情報を保護しようと。それに対して市町村でつくっていた条例も

法律のほうへ依存して、一定程度のきちんとした全国、全国といっていいのでしょうか、個人

情報を扱う方がこの法律に基づいて個人情報の保護について運用していこうというものでござ

います。それに伴いまして、市町村でやっていた条例というのは必要なくなります。そして、

中には全市町村でばらばらに条例を制定していたものですから、ばらつきという、個人情報の

保護の度合いというのにばらつきがございます。そこの部分につきましては、今回この制定す

る条例の中で、ある一定の程度の部分で制定をしようと。例えば旧条例、現在運用している歌

志内市個人情報保護条例につきましては、法律施行条例の中にもございますけれども、開示請

求に関する手数料、第３条につきましては、きちんと無料でありますよということをうたった

り、写しについては実費を頂きますというところを書いていますが、中にはこの手数料等につ

いても有料としている団体があったりするものですから、歌志内市は歌志内市の旧条例に基づ

いて、同じ品質で運用しましょうと。例えば第５条あたりの開示決定の期限につきましては、

法律では３０日以内ですとか６０日以内というような定めのものを現在の歌志内市の条例では

１４日、２８日というものがございますので、それぞれ第５条の中で、法律よりも短い期間で

開示決定をしていきましょうというふうなところで国から決められておりますので、逆に言い

ますと、それぞれの市町村でばらつきがあった個人情報の保護に関するものが、この法律に

よって、一律に同じ質で保護できるようになるものだというところでございます。

それともう一つ、匿名加工情報の件につきましてでございますが、これは都道府県政令市等

につきましては行いますというところにはなっているのですが、この法律の中では、一般の市
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町村につきましては任意の取扱いということになっておりますので、今回、私どもについて

は、特段定める必要もないということで、今回行わないということで、条例の中には書き込ん

でおりません。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 国が進めることで、やらないと駄目だというのは、これは致し方ないか

なという感じはしております。ただ、これまで、さっき答弁の中で、各市町村いろいろなやり

方をしていてばらつきがあるということを言っていたのですけれども、その自治体、その自治

体、行政、行政で多分その対応というのはやはり違ってきているのが、今までの各自治体で

持っている個人情報保護条例だと思っています。それを国の意向でそれをなくして、一元化し

て、それを一定にして分かりやすくというか、早く言ってしまえば、国が言うから今までやっ

ていたやつはやめて国の言うとおりやってくださいという多分ニュアンスになる、なりかねな

いと思うのです。そうとなった場合、逆に一方的に国が言うことには、こういうふうに個人情

報をやってくださいと言われたら、それに従ってやらざるを得なくなってくると思うのです。

そういうふうになると、やはり地方自治というのはいろいろな情報、行政というのはすごい、

国が知り得ない、分からない情報をすごい持っているはずなのです。それをやはり地方自治の

観点から見ても、こういったことを国がやるから仕方ない、国から言われたことをやらなけれ

ばならない、それがもし情報漏えいにつながるような手段であっては決してならないと思うの

です。その辺きちんとしたやり方が必要かなと思っているのですけれども、もう１回その辺御

答弁をいただきたいと思います。

匿名加工情報なのですけれども、今回は明記されてないということですけれども、やはり今

後、さっき、一番最初に答弁もらったように、国がもしほかの政令都市以外のところでも、全

部の地方自治体、市町村に匿名加工情報、こういったものを明記してくださいといった場合に

は、多分明記せねばならんとなると思うのです。そういったことを考えると、やはりこの匿名

加工情報というのは、かなり情報漏えいに汚点があるような形になると聞きます。やはりその

辺きちんとして行わなければならない。今、当市は行わないという答弁をいただきましたけれ

ども、やはりそういったところも注意しながら今後見ていく必要があるのかなと思うのですけ

れども、その辺いかがですか。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 国の法律に基いて一元化して、市町村の条例が今回廃止して新し

い施行条例に変わるといったところなのですが、現在ある歌志内市の個人情報保護条例、こち

ら平成１２年度に制定されたものでございます。そのときもいきなり何もない中で市町村がつ

くるわけにもなりませんので、これにつきましても、考え方ですとか条例の組み立て方、国の

ほうからの考え方に基づいてつくったものでございますので、ある程度の国の個人情報に対す

る考え方というのを市町村も踏襲してございます。それで、法律が変われば匿名加工情報も加

わるものではないのかと。これはもちろんそうだと思います。法律によって個人情報の保護が

なされるわけでございます。ただ、今回、この法律によることによって、現在の条例では国の

ほうに持っている個人情報保護委員会というものがございますので、そちらのほうの指示だと

か、そういう関与も出てきますので、若干今より、今の条例よりは、個人情報に対する考え方

だとか守り方というのは、今よりももっとワンランク上がるのではないのかというふうに考え

ておりますので、決して情報が漏れてしまうだとか、国の法律に依存するからといって情報管

理が甘くなるというものではないということを御理解いただければと思います。
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○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第４号については、６名の委員をもって構成する条例・

予算等審査特別委員会を設置し、これに付託の上、会期中の審査にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、本件については、６名の委員をもって構成する条例・予算等審査特別委員会を

設置し、付託の上、会期中の審査に付することに決定いたしました。

ただいま設置されました条例・予算等審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第７条第１項の規定に基づき、議長が指名をいたします。

条例・予算等審査特別委員会委員に、能登直樹さん、山崎瑞紀さん、山川裕正さん、下山則

義さん、本田加津子さん、女鹿聡さん、以上のとおり指名をいたします。

議 案 第 ５ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第８ 議案第５号歌志内市情報通信技術を活用した行政の推進に

関する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第５号歌志内市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について御提案

申し上げます。

提案理由は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第１５１

号）の規定に基づき、行政手続のオンライン化を可能とするために必要な事項を定めるため、

この条例を制定しようとするものでございます。

本条例を制定する経緯についてでございますが、令和元年１２月に施行された情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律において、地方公共団体は、条例または規則に基づく手

続を国と同様、行政手続のオンライン化について必要な施策を講ずるよう、努力義務の規定が

設けられました。このような経緯を踏まえ、従来の書面等による手続に加え、インターネット

を利用したオンラインによる申請等を可能とするため、本条例を制定しようとするものでござ

います。

次ページの本文にまいります。

歌志内市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例。

第１条は、目的の規定でございます。市の機関に係る手続等において、オンラインにより手

続等を行うために必要となる事項を定めることにより、関係者の利便性の向上、行政運営の簡

素化及び効率化を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とするものでございます。

第２条は、定義の規定でございます。本条例で用いる用語の意義を法の規定に合わせて定め

るものでございます。

第３条は、電子情報処理組織による申請等の規定でございます。オンラインによる申請等の
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取扱いについて定めるもので、書面等で行うこととされている申請等をオンラインにより行う

ことができるよう、書面等で申請等をした場合と同様の規定を適用するなど、必要な事項を定

めるものでございます。

第４条は、電子処理組織による処分通知等の規定でございます。オンラインで処分通知等を

行う場合の取扱いについて定めるもので、書面等で行うこととされている処分通知等について

オンラインにより行うことができるよう、書面等で処分通知等が行われた場合と同様の規定を

適用するなど、必要な事項を定めるものでございます。

第５条は、電磁的記録による縦覧等の規定でございます。書面等により行うこととされてい

る縦覧等について、パソコン等を利用して行うことができるよう、書面等で縦覧等が行われた

場合と同様の規定を適用することを定めるものでございます。

第６条は、電磁的記録による作成等の規定でございます。書面等により行うこととされてい

る作成等について、電磁的記録により行うことができるよう、書面等で作成等が行われた場合

と同様の規定を適用することを定めるなど、必要な事項を定めるものでございます。

第７条は、適用除外の規定でございます。対面による確認が必要な場合等及び他の条例等の

規定により情報通信技術を利用する方法により行うことと定められているものについて、第３

条から前条までの規定は適用しないことを定めるものでございます。

第８条は、添付書面等の省略の規定でございます。申請手続の際に添付が必要とされている

書面等について、マイナンバーカードの利用や規則で定めるものにより添付を要しないことを

定めるものでございます。

第９条は、手続等に係る情報システムの整備等の規定でございます。情報システムの整備等

に当たって、安全性、信頼性の確保、簡素化及び合理化を図るよう努めることを定めるもので

ございます。

第１０条は、情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表の規定でございます。

オンライン化の対象となる手続をインターネット等により随時公表することを定めるものでご

ざいます。

第１１条は、委任の規定でございます。この条例の施行に関し必要な事項は、規則へ委任す

ることを定めるものでございます。

附則。

第１項は、施行期日で、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。

第２項は、歌志内市行政手続条例の一部改正でございます。定例会資料の２ページを併せて

御覧願います。本条例の施行に伴い、第８条では、許認可等を拒否する理由、第３３条では、

行政指導の適用外として電磁的記録の内容について追加する改正を行うものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 何点かお聞きします。

今回、先ほどの説明でありました行政手続に係る関係者の利便性向上並びに簡素化というこ

とで今回この条例が出されております。この制定に当たって、一つ目なのですけれども、この

デジタル化によって行政運営の簡素化と先ほど言われたのですけれども、これで窓口の相談業

務だとか、そういったものが廃止、縮小されるおそれはないのかと思っているのですけれど

も、その辺はどうなのかお聞きしておきたいと思います。
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二つ目でございます。紙による手続などが後退して、デジタルを利用できない人が取り残さ

れる可能性が出てくるのではないかと強い懸念を覚えているのですけれども、その辺はどうな

のか、どういう認識をしているのか聞いておきたいと思います。

三つ目でございます。このデジタルデバイド対策というのは、市役所の中ではどういうふう

に、今回のこの条例の定める上でどういうふうに考えられているのか、それをちょっと聞いて

おきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） １点目のデジタル化による簡素化、行政の簡素化に伴って、行政

の窓口等の縮小等のおそれということでございますが、逆にこれがある一定程度軌道に乗りま

して、デジタルで手続等ができると、そこに窓口に来て申請行為等をしなくて済むものですか

ら、余計相談の時間等を取ることが逆に可能となるのではないのかというふうに我々は今、考

えております。空いた時間が、申請に、ただ申請だけというので来庁される方の数が減るもの

ですから、その分もう少し込み入った相談があるだとか、応用的な申請をしたいというような

方への時間を取れますので、その分、現在のところ、窓口の廃止だとか縮小というのは考えて

はおりません。

もう一つ、デジタルを利用できない方への対応ということになります。利用ができない方、

例えば、これは主に当面はスマートフォンによる申請等を今のところ我々考えているのですけ

れども、それに対する、最後のデバイド対策とも関係していきますけれども、それが先日もス

マホ教室というのを我々ちょっと先月やったのですけれども、なかなか手に取ってなじめない

方については、そのような講習会等をしながら機器に慣れていただくということをしておりま

すし、一番いいのはマイナンバーカードというのを取得していただけると、公的な証明書類に

も確認書類にもなりますので、取りあえずそれを持っていただければ、マイナンバーを見せて

いただけると公的な本人確認の手段にもなりますので、手続等は幾分軽減されるのかなという

ふうに考えているところです。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 危惧するところは、やはりデジタル機器を使って、この高齢者が多いま

ちで、いかにそれが普及するか、認知してもらえるか、使ってもらえるかということだと思う

のです。デジタルを全くするなという話ではなくて、やはり来た方にはきちんと説明して、書

面での対応だとかそういったこともしていかないと、今後もしていかないと駄目だと思いま

す。デジタルにといって、来た方に、スマホ持っているでしょう、スマホ出してください、今

度からこういうふうにできますよ、それはいいと思います。それができない方々が多分多くい

らっしゃると思います。そういったところは、やはりこういった条例ができるに当たって、き

ちんと丁寧に説明して、紙でもちゃんとできますよというのを分かりやすく説明していく必要

はあると思っております。スマホでの勉強会だとかというのは、ある一定程度必要だと思いま

すので、それは継続してもらう必要もあるとは思いますけれども、やはりいろいろな形で両方

選べますという形で、いつでもちゃんと来てください、お話聞きますからという門戸をちゃん

と開いて、今までどおり行政手続というのを行っていただきたいという思いで質問させても

らっているので、その辺もう１回答弁いただければありがたいかなと思います。

二つ目なのですけれども、最後課長言われましたマイナンバーカードなのですけれども、こ

れは強制ではなくてやはり任意取得になるので、持つ人、いや、私は持ちたくないという人も

いらっしゃると思います、当然。そういった方々、持っている人と持ってない人のサービス

の、行政で同じこと申請するのに、持っている人と持っていない人が現れて、サービスに優越
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がちょっとついてしまうということはあってはならないことだと思うのです。やはりその辺

は、持ってない方もきちんと普通に受けれるということも発信していかなければならないと。

訴えるにもマイナンバー作ってくださいという話ではなくて、持ってなくてもちゃんとできま

すよという、やり方がありますという方向性をきちんとつけてほしいなと思うのですけれど

も、いかがですか、その辺。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） この今回の条例の制定が窓口での申請を否定したりとか、できな

くさせてしまうようなものではまずございませんので、窓口での申請ももちろんできますし、

デジタルでもできますというような条例でございます。使える方にとっては、スマートフォン

ですとかデジタル機器を使える方にとっては、利便性がかなり向上するようなものだと思いま

すし、マイナンバーカードの保有も含めて、決してデジタル機器が使えないからとか、マイナ

ンバーカードがないから何も進まないとか、遅いとかいうものでは決してございませんので、

使える方、持っている方については、より便利になりますという条例の趣旨でおりますので、

御理解願いたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） より使いやすくなるということだと思いますけれども、やはりきちんと

した周知の仕方、やり方があると思いますので、その辺やはり分かりやすく丁寧に、窓口の業

務、簡素化になっては本当に駄目だと思いますので、その辺、今後の動向ちゃんと見極めなが

ら行っていただきたいと強く思うのですけれども、最後答弁、同じになるかもしれないですけ

れども、最後答弁もらって終わりたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） もちろん市民が何も知らない中でこの手続がされてはちょっと困

りますので、実施するに当たっては、周知を抜かりなくやっていきたいと思っております。

この条例が４月１日から施行というふうにはなっているのですけれども、実際の市役所の現

場サイドでは、今順次、４月１日から全てのものだとか決められたものが動くというものでは

ちょっとございませんので、この年度内に、新しい年度の年度内に順次スタートさせていきま

すので、その都度こういう業務が新たにデジタル機器を通して申請ができますよということは

周知していきたいと考えております。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第５号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定い

たしました。

議 案 第 ６ 号
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○議長（川野敏夫君） 日程第９ 議案第６号歌志内市課設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第６号歌志内市課設置条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、効率的な行政運営と住民サービスの向上を目的として、市の組織機構の見直し

を行い、行政課題に対応した効率的な組織運営を図るため、歌志内市課設置条例の一部を改正

しようとするものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市課設置条例の一部を改正する条例。

歌志内市課設置条例（平成１９年条例第１２号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料、３ページを御

覧願います。

第１条は、提案理由でも申し上げましたとおり、効率的な行政運営と住民サービスの向上の

ため、現行体制は平成２８年４月から運営しておりますが、時代とともに行政課題や住民の求

めるサービスも変化しており、また、より一層進展する少子高齢化に対応した適正な業務量や

より細やかな住民サービスの提供が求められております。このため、特に保健福祉課を社会福

祉部門である福祉事業課と保健予防や介護保険を担当する保健介護課に分割し、現在の６課体

制から７課体制にしようとするものでございます。

第２条は、７課体制にすることに伴い、福祉事業課と保健介護課の分掌事務を規定するもの

でございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

なお、行政機構図比較表につきましては、資料の４ページにございますので、お目通しいた

だきたいと存じます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

山川裕正さん。

○３番（山川裕正君） 課の配置と分掌事務を見直しするということですが、保健福祉課内の

協議、そして職員組合とはどういう協議がされたか質問いたします。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） この行政機構を見直しをするに当たりまして、通例に習いまして

所属長の課長会議というのを開催して、課長の意見を聞いたりしております。それぞれの課長

は、各所管の中で所管に帰りまして会議ですか、職員とお話をして、一定程度の了承は得てい

るというところでございますのと、組合に対しては、妥結に向けた今現在、最終調整中でござ

いますので、昨日ちょっと組合の執行部の方とお話をしたところ、特段のこれに対しての変更

点はないということで、現在最終の妥結の書類を作っている最中でございますので、現在調整

中という妥結に向けた最終調整中というところでお話を聞いております。

○議長（川野敏夫君） 山川裕正さん。
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○３番（山川裕正君） 組合に対して申入れというか、これはいつ頃されたのか、また本来で

あれば課内協議がしっかりされていれば組合との協議はそんなに問題なくいくのかなと思いま

すけれども、それについてちょっと質問いたします。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 職員労働組合に対する申入れは、２月６日行っております。この

手のものは、現在までもそうなのですけれども、課が今回二つになったり、そのほかのところ

も業務が一部細かいところがどうしようとかというと、必ずいろいろな不安な事項だとか、ど

うしましょうというところはやはり職員の中からは必ずついて回るものでございますので、そ

の辺を取りまとめて、組合のほうは今取りまとめていただいている最中でございまして、本日

のところには正式な妥結書は頂いておりませんけれども、整理等つきましたら妥結いたします

が、書類は出てないのですけれども、特段支障はありませんという回答を得たところでござい

ます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 保健介護課を新しく設置するということであります。歌志内の状況を見

ると、やはり介護というのは特別な分野に入ってくるのかなと、重要な分野に入ってくるのか

なと思いますので、その辺分けてやってもらえると、今まで一つ申請する、課長に主幹がい

て、その主幹が課長に聞いていたこと、決裁もらっていたことがなくなって、そこの課でいろ

いろ手続がやりやすくなるのかなと思っております。やはりこの介護課をつくるに当たって、

ほかのいろいろな課からも多分連携というのは必要になってくると思います。その辺、庁舎内

の中でどういうふうな話合い、検討がされてこういうふうな介護課ができるということになっ

たのか、もう１回ちょっと聞いておきたいと思います。

二つ目なのですけれども、以前から人員配置の件で考えていかなければならないという話を

総務課長おっしゃっておられました。今回附則であるように、この保健介護課ができるのは今

年度の４月１日からということなのですけれども、ほかの課の配置だとか、いろいろ多分考え

られていると思うのですけれども、それ、そういったことは、この令和５年度でどういうふう

に考えられているのか、今回書かれてないので、それ、そういった先ほどの組合の話も多分あ

ると思いますけれども、そういった絡みもある中でどういうふうに考えられているのか聞いて

おきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 今回２課にしたというところでございます。これにつきまして

は、以前議会のほうでも保健福祉課の人数が多いのではと、職員の数が多くて取りまとめが大

変なのではないのかというような御指摘をいただいて、我々もいろいろ考えた末、やはり

ちょっと管理職の負担もあるのと、やはり保健と介護、きちんと分割して、住民にサービスを

与えたほうが効果的ではないのかというのを種々考えまして、このように２課にしたというと

ころでございます。

もう一つ、ほかの課の今回ここに書かれていないような課の状況というようなことだと思い

ますけれども、今回は取りあえず課の設置条例触らせていただくのは保健福祉に関する部分な

のですけれども、これで全て終わりというようなことは考えておりませんので、やっていく中

でいろいろな問題、私たちがちょっと把握しているような問題もありまして、それらを総合的

に判断して、今回保健の部分にちょっと特化していきましょうと。

あと細かいことを言うと、職員の年齢構成等の問題もちょっとございますので、あまり一遍
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に大きくいじってしまうのもどうなのかなというふうな懸念もちょっとあったものですから、

今回５年の４月１日にはこちらを動かして、次年度以降も必要に応じて行政機構は見直してい

きたいというふうに考えております。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） そうしたら、行政機構を見直していくのは、今回特化してこの保健福祉

課だけと。あと令和５年に関しては、どこかのタイミングでそういった人員配置だとかそう

いったもろもろを考えながら行う可能性が出てくるという感じで捉えとおいてよろしいです

か。今年度は福祉課だけ、６年度にまた違う課という形になるのか、その辺ちょっと聞いてお

きたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） 先ほど総務課長のほうから御答弁申し上げましたが、今回につきま

しては、今年の４月１日につきましては、保健福祉課について効率化を図るというか、行政

サービスをよりよくするためということを目的としまして、一つの課を二つに分割するという

形で行わせていただきたいと思っておりますけれども、先ほど議員おっしゃられますように、

ほかの課の分につきましても、いろいろと行政課題というものがたくさん増えてきている部分

もございますので、それらにつきましては、今後、１年かかるのか、２年かかるのか、何年間

かける中で進めてまいりたいと。当然人員配置につきましても、４月１日の部分につきまして

は、現在いる現行の職員数の中で対応するということを考えておりますけれども、やはり以

前、議会の中でも言われておりますように、職員数についてどういった形で推移させていくの

か、その辺行政課題との兼ね合いもございますので、その辺検討しながら慎重に進めてまいり

たいと思っております。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第６号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定い

たしました。

ここで、午後１時まで休憩をいたします。

午後 ０時０１分 休憩

────────────────

午後 ０時５９分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

議 案 第 ７ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１０ 議案第７号歌志内市定住促進条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第７号歌志内市定住促進条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案理由は、市内への定住を奨励するための措置を拡充し、より定住人口の増加を図るた

め、関係条文を整備しようとするものでございます。

次ページの本文へまいります。

歌志内市定住促進条例の一部を改正する条例。

歌志内市定住促進条例（平成２６年条例第７号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の５ページを御

覧願います。

第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。第７号子育て世帯、第５条

の申請時において、義務教育終了前の子供がいる世帯をいう。これは、本条例における子育て

世帯について定義するものでございます。

別表、新築の項、該当要件の欄中「二世帯住宅の場合」を「二世帯住宅の場合または子育て

世帯の場合」に改め、同表中、中古住宅の項を次のように改める。資料は６ページにわたりま

す。これは、住宅を新築した場合の奨励金の加算要件のうち、加算要件２で定めております二

世帯住宅の場合、子育て世帯の場合においても５０万円を加算できるよう拡充するもので、中

古住宅を購入した場合の奨励金にあっては、限度額を５０万円引き上げ、市民の場合は１５０

万円、転入者の場合は２００万円とし、子育て世帯が購入した場合にあっては、購入費用の５

分の４以内に拡充し、住宅を購入しやすくなるよう改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

第１項は施行期日で、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。

第２項は経過措置でございますので、説明は省略させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第７号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定い

たしました。

議 案 第 ８ 号
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○議長（川野敏夫君） 日程第１１ 議案第８号歌志内市職員定数条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第８号歌志内市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案理由は、歌志内市下水道事業に地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の規定を

適用することや行政事務の効率化等による職員数の削減に伴い、職員定数を整備しようとする

ものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市職員定数条例の一部を改正する条例。

歌志内市職員定数条例（昭和５９年条例第８号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の７ページを御

覧願います。

第２条は、定数の規定でございますが、条例に規定する職員定数につきましては、上限数を

定めたものであり、平成１８年に大幅な改正をして以来、この間最低限の見直しのみ行ってま

いりました。提案理由でも申し上げましたとおり、このたび令和５年４月から下水道事業に地

方公営企業法の規定を適用することやこれまでの行政事務の効率化等による職員の削減数を考

慮し、第１号の市長の補助機関たる職員で、ア、一般部局に属する職員につきましては、１２

７人から８５人に改ため、下水道事業の公営企業法適用により、エとして下水道事業に属する

職員２人を加えるものでございます。この改正により職員定数の合計は、現行の２０６人から

１６６人になるものでございますが、この職員定数につきましては、定数の上限を定めたもの

でございますので、現行の職員数と一致いたしませんことを御理解賜りたいと存じます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 職員数の改正ということで、１２７人、今、資料の中でうたわれてま

す。１２７人いて８５人にしますということなのですけれども、これは職員の減数、減という

ことになると、交付税だとかこういった算出の影響というのが出てくるのではないかと思われ

るのですけれども、その辺、歌志内市では地方交付税がいろいろ交付金に頼っていますけれど

も、これ減額ということにはなってこないのかどうなのか聞いておきたいと思います。

今回、これ行うに至って、なぜ今回のこのタイミングなのかというのをちょっと聞いておき

たいと思います。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 私のほうからは、一つ目の交付税に影響するのではないかと

いう話でございますけれども、直接的に職員数を交付税の需要額の算定の中でということはご

ざいませんけれども、総務、人事担当のほうで毎年定数調査をされておりますので、条例にか
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かわらず現実の職員数の数字をもって何かしらの算定に配分するようなことになるかと思いま

す。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） なぜこのタイミングなのかというところでございますが、こちら

提案の理由にも申し述べさせていただきましたけれども、下水道事業が地方公営企業の適用を

受けるということで、この中に市長の補助機関である職員の中に外数としてきちんと明記しな

ければならないということもございましたので、それと今回、この見直しというのも若干行い

ましたので、この機会に改めて行いましょうということで提案させていただきました。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） そうしたら最初の質疑の答えなのですけれども、交付金に関わる影響が

ないという答弁と捉えていいのか、ちょっともう１回聞いておきたいと思います。

ここの資料で説明されているとおりだと思います。この現行の定数１２７人にしておいて、

あといろいろ募集をかけて足りないところを補充していくという形でもいいのではないかなと

思うのですけれども、その辺の考え方の認識というのはどういうふうになっているのか、

ちょっと聞いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） 先ほども申し上げたとおり、条例の改正の部分で定数が変更

になったということで交付税に影響するということではございません。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 極端な話、これ上限数でございますので、下水道事業以外の部分

については、現行定数でももちろんよろしいわけでございますが、今回の改正の数字の見直し

の部分もある一定程度の余裕を持たせておりますので、不測の事態等に備えることもできると

いう判断から、今回この人数を改正させていただくものでございます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第８号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定い

たしました。

議 案 第 ９ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１２ 議案第９号歌志内市の特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－



─ 36 ─

議案第９号歌志内市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について御提案申し上げます。

提案理由は、監査委員の報酬月額について、近隣市の支給状況を勘案して改正しようとする

ものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例。

歌志内市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第３４号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の８ページを御

覧願います。

別表１監査委員の項、金額の欄中、識見を有する委員の報酬月額を「７万１,０００円」か

ら「１３万３,０００円」に、議会選出委員の報酬月額を「２万９,１００円」から「４万３,

０００円」に改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 提案理由として、近隣の状況を勘案して、７万１,０００円から１３万

３,０００円にするということなのですけれども、これずっと恐らく、これ状況というのは、

ずっとこの状況が来ていて、今上げるタイミングというのはどういうタイミングでこれ上げよ

うという形になったのかお聞きしておきたいと思います。

あと、これは特別職ということなので、これは金額は上がっているように見えるのですけれ

ども、これ報酬審議会みたいな、そういった類の適切に何か対応できる委員会など開いてこの

金額にしましょうというふうなことになったのか、そういうのを聞いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 三浦監査委員事務局長。

○監査委員事務局長（三浦悟君） 本市の監査委員報酬が近隣市と比較して著しく低いという

ことにつきましては、懸案事項となっていたところであり、本来であればもっと早く改定すべ

きものであったと考えます。しかしながら、財政上の問題等によりまして、適正な報酬額はど

の程度なのかというところまで検討が進んでいなかった状況でございます。

本年度におきまして、近隣市の報酬額につきまして改めて調査しましたが、夕張市を除く一

番少ない市と比較しても半分以下である状況であることから、現状における実務時間数と適正

と思われる時間当たり単価の設定を行い、報酬月額を算定し、これが近隣市の報酬月額と比較

しても妥当なものであると思われることから、今回報酬金額の改定について御提案させていた

だいたものでございます。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 審議会等の関係でございますが、こちらの監査委員につきまして

は、特段審議会等の開催は必要がないというふうな規定になっておりますので、以上でござい

ます。
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○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 分かりました。かなり低かったということで、今回上げるよということ

が分かりました。

あと、特別職、この監査委員に関しては、そうしたら審議会は関係なくということなのです

か。その市長３役だとか、そういった方々とまた別で捉えられているということになるのです

か。

○議長（川野敏夫君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 審議会につきましては、諮問等行うのは、市長、副市長、教育長

につきまして審議を要するというふうになっておりますので、こちらの監査委員につきまして

は、特段の審議会の開催は必要ないということでございます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第９号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定い

たしました。

議 案 第 １ ０ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１３ 議案第１０号歌志内市高等学校等就学支援金条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第１０号歌志内市高等学校等就学支援金条例の一部を改正する条例の制定について御提

案申し上げます。

提案理由は、高等学校等に就学する生徒に対しての就学支援金を増額支給することにより、

保護者の経済的負担を軽減しようとするものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市高等学校等就学支援金条例の一部を改正する条例。

歌志内市高等学校等就学支援金条例（平成２５年条例第２１号）の一部を次のように改正す

る。

改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の９ページを御

覧願います。

第３条は、就学支援金の額の規定ですが、平成２５年９月の条例制定以来、月額１万円から

金額の改定を行っていないことから、文部科学省が実施する子供の学習費調査などの調査結果

及び昨今の物価高騰による家庭への影響等を考慮し、保護者の経済的負担を軽減するため、就
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学支援金を月額１万円から１万５,０００円に改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

第１項は施行期日で、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。

第２項は経過措置でございますので、説明は省略させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定

いたしました。

議 案 第 １ １ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１４ 議案第１１号歌志内市立病院条例及び歌志内市職員給与

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第１１号歌志内市立病院条例及び歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御提案申し上げます。

提案理由は、令和５年４月１日より市立病院の組織体制を見直すため、関係条文を整備しよ

うとするものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市立病院条例及び歌志内市職員給与条例の一部を改正する条例。

改正内容につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の１０ページを

御覧願います。

第１条は、組織の規定でございます。これまで医局の中に配置されていた放射線科、臨床検

査室、理学療法室及び給食室をそれぞれ独立した組織とするため、新たに加えるものでござい

ます。

第２条は、等級別基準職務表の規定でございます。資料は１１ページにわたります。市立病

院の組織体制の見直しに伴い、必要な職名を新たに加えるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１項の規定により、条例・予算等審査特別委員会に

付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号については、条例・予算等審査特別委員会に付託することに決定

いたしました。

議 案 第 １ ２ 号

○議長（川野敏夫君） 日程第１５ 議案第１２号歌志内市道路線の認定についてを議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第１２号歌志内市道路線の認定について御提案申し上げます。

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、歌志内市道路線を別記の

とおり認定することについて議会の議決を求めるものでございます。

提案理由は、文珠地区宅地造成工事の完成に伴い、新たに西歌１号線を市道として認定しよ

うとするものでございます。

次ページをお開き願います。

認定する路線につきましては、資料と併せて御説明いたしますので、定例会資料の１２ペー

ジを御覧願います。

別記。

路線番号、４３６。路線名、西歌１号線。起点地番、字文珠１５４番地２１から終点地番、

字文珠１５３番地１まで。延長、１１６.７９メートル。幅員、７.５から１１.５メートル。

以上でございますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１２号について採決をいたします。
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ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。

議案第１３号から議案第１７号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第１６ 議案第１３号より日程第２０ 議案第１７号まで一括議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第１３号から議案第１６号までの補正予算につきまして、私から一括御提案申し上げま

す。

なお、事項別明細書につきましては、企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお

願い申し上げます。

また、議案第１７号の補正予算につきましては、病院事務長から御提案申し上げますので、

よろしくお願いいたします。

議案第１３号令和４年度歌志内市一般会計補正予算（第９号）。

令和４年度歌志内市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,４３９万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５１億２,５９７万円とする。

２項は省略いたします。

（繰越明許費）

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

４ページをお開き願います。

第２表 繰越明許費。

４款衛生費１項保健衛生費、事業名、出産・子育て応援交付金事業、金額、８５万円。

これは、国２分の１、道６分の１の補助などを財源に行う出産・子育て応援交付金給付事業

で、今年度補正した予算に係る申請を９月末まで受け付けることとされており、年度内での完

了が見込めないことから、令和５年度の繰越事業として繰越明許するものであります。

第３表 地方債補正。

１、追加。

起債の目的、地域交流施設整備事業。限度額、１,１９０万円。これは、複合商業施設内に

設けた地域交流施設を整備する財源として地方債を借入れするものであります。

同じく筍沢線路肩法面復旧対策事業、限度額６２０万円。これは、市道筍沢線の路肩法面崩

壊に伴う復旧工事の財源として地方債を借入れするものであります。

なお、起債の方法は、ともに普通貸付または証券発行。利率は、ともに３.０％以内、ただ
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し利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直

し後の利率。償還の方法は、ともに政府資金の貸付条件または借入先と協議して決定するもの

といたします。

次に、２、変更。

起債の目的、過疎地域持続的発展特別事業、補正前限度額４,０００万円に４００万円を増

額し、補正後限度額を４,４００万円に変更するものであります。

本事業は、過疎計画に定められたソフト事業を対象とした過疎対策事業債で、増額の理由

は、学校給食費無償化分に係る同意予定額の増であります。

同じく義務教育学校整備事業、補正前限度額、２,８００万円に５７０万円を増額し、補正

後限度額を３,３７０万円に変更するもので、増額の理由は、対象経費の増に伴う同意予定額

の増であります。

同じく高規格救急自動車整備事業、補正前限度額２,２００万円に１,０２０万円を増額し、

補正後限度額を３,２２０万円に変更するもので、増額の理由は、対象経費の増に伴う同意予

定額の増であります。

同じく臨時財政対策債、補正前限度額４,０００万円から２,２４４万６,０００円を減額

し、補正後限度額を１,７５５万４,０００円に変更するもので、減額の理由は、普通交付税の

算定に伴う同意予定額の減であります。

次に、議案第１４号にまいります。

議案第１４号令和４年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）。

令和４年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６９６万６,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３,９０３万４,０００円とする。

２項は省略いたします。

（繰越明許費）

第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

３ページをお開き願います。

第２表 繰越明許費。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費、事業名、公共下水道事業、金額、１３７

万１,０００円。

これは、石狩川流域下水道組合の建設事業費に対する負担金で、同組合の建設事業の一部が

翌年度に繰り越されることに伴い、当市の負担分を令和５年度の繰越事業として繰越明許する

ものであります。

第３表 地方債補正。

１、追加。

起債の目的、公営企業会計適用債、限度額９３０万円。

これは、公営企業会計の適用に要する経費の財源として、地方債を借入れするものでありま

す。
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なお、起債の方法は、普通貸付または証券発行。利率は、３.０％以内、ただし利率見直し

方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

償還の方法は、政府資金の貸付条件または借入先と協議して決定するものとします。

次に、２、変更。

起債の目的、流域下水道事業、補正前限度額３４０万円から２０万円減額し、補正後限度額

を３２０万円に変更するもので、減額の理由は、対象額の確定による同意予定額の減でありま

す。

次に、議案第１５号にまいります。

議案第１５号令和４年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。

令和４年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８８７万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,８８７万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

次に、議案第１６号にまいります。

議案第１６号令和４年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

令和４年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８３万２,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７,６１６万８,０００円とする。

２項は省略いたします。

以上、議案第１３号から議案第１６号までの補正予算につきまして、一括御提案申し上げま

した。

事項別明細書につきましては企画財政課長から御説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（川野敏夫君） 東所企画財政課長。

○企画財政課長（東所勝則君） それでは、私のほうから、議案第１３号から議案第１６号ま

での補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたします。

なお、今回の補正につきましては、年度末における決算見込みに伴う増減調整が大半となっ

ておりますことから、単に執行が減となったものは簡略な説明になりますこと、また事業の執

行に当たりましては、経費節減による繰越財源の確保に努めておりますので、最終の決算にお

いて一定程度の不用額が生じることにつきまして御理解を賜りますようお願いいたします。

それでは、議案第１３号の一般会計補正予算の歳出から御説明いたしますので、１４ページ

をお開き願います。

１款１項１目とも議会費１５５万４,０００円の減額補正は、経費の確定による議会運営経

費の減であります。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費２億５,３２３万６,０００円の増額補正は、説明

欄にあります庶務一般経費、庁舎管理経費、会計一般経費及びふるさと応援寄附一般経費につ

いて、経費の決算見込みなどにより増減するほか、財政一般経費において、決算見込みを勘案

した公共施設等整備基金への積立金２億２,０００万円を増額、また過疎地域持続的発展特別
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事業において、基金への積立金４,０００万円を増額しております。

１６ページをお開き願います。

２目企画費１,１１３万３,０００円の減額補正は、地域おこし協力隊観光情報発信につい

て、採用者がなかったため事業費８２８万９,０００円を皆減とするほか、企画一般経費、地

域づくり活動支援事業、地域おこし協力隊事業の農林業及び教育文化の４事業費について、経

費の決算見込みにより減額するものでございます。

１８ページをお開き願います。

２目広報広聴費４２万７,０００円から２０ページにまいりまして、１１目定住促進費２７

万６,０００円までの減額補正は、いずれも入札減及び経費の決算見込みによるもので、１２

目諸費１６９万８,０００円の増額補正は、令和３年度新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業補助金などの精算に伴う国庫支出金返還金の増によるものでございます。

２項徴税費２目賦課徴収費６０万５,０００円の減額補正は、システム改修の内容を一部変

更したことによる委託料の減によるものでございます。

３款民生費１項社会福祉費３目障害者福祉費９０８万４,０００円、２２ページにまいりま

して、５目医療福祉費１,２４０万２,０００円の減額補正は、障害福祉サービス及び医療福祉

に係る扶助費などの経費の確定及び決算見込みの増減によるものでございます。

２項老人福祉費１目老人福祉事業費８６０万７,０００円の減額補正から、２６ページにま

いりまして、４項児童福祉費２目児童福祉事業費９２９万９,０００円までの減額補正は、空

知中広域連合負担金や生活保護、児童手当等に係る扶助費の確定及び決算見込みの増減による

もので、３目認定こども園費は、財源区分の変更でございます。

次に、４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費１８５万円の増額補正は、高騰する物

価、電気代などの負担に苦慮する福祉施設に対し臨時支援金を交付するもので、定例会資料の

１３ページに内容を整理しておりますので、併せて御覧願います。

次に、２８ページをお開き願います。

２目予防費２,３４１万３,０００円の減額補正から、３０ページにまいりまして、４目墓地

火葬場費４３万６,０００円までの減額補正は、経費の確定及び決算見込みによる減額でござ

います。

２項清掃費１目清掃総務費８１万１,０００円及び２目ごみ処理費１６５万円の減額補正

は、資源ごみ等減量事業に係る交付金の減や経費の確定及び決算見込みによる減額で、３目し

尿処理費７万９,０００円の増額補正は、経費の確定に伴う石狩川流域下水道組合負担金の増

でございます。

３項１目とも病院費３,３１１万円の減額補正は、病院事業会計繰出金の減で、５款労働費

１項１目とも労働諸費７,０００円の増額補正は、砂川地域通年雇用促進協議会が実施する助

成事業について、希望者の増加により追加の負担が生じたものでございます。

３２ページにまいりまして、６款農林費１項１目とも農畜費４４万６,０００円の減額補正

は、有害鳥獣運搬業務委託料の減、２項林業費１目林業振興費５６万６,０００円の減額補正

は、森林環境譲与税の増に伴う森林整備基金積立金の増でございます。

７款１項とも商工費１目商工業振興費１４９万８,０００円の減額補正は、経費の確定及び

決算見込みによる減と宿泊施設緊急支援金５５５万円の増によるものでありますが、緊急支援

金については、定例会資料の１３ページに内容を整理しておりますので、併せて御覧願いま

す。

２目企業誘致対策費１１万４,０００円及び４目観光費２６万３,０００円の減額補正は、経
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費の確定及び決算見込みの増減によるものでございます。

続きまして、３４ページをお開き願います。

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費２万６,０００円の増額補正から５項住宅費１目

住宅管理費１,０６０万６,０００円の減額補正までは、各種工事や委託業務の入札減、経費の

確定及び決算見込みによる増減のほか、降雪の増による道路維持一般経費の除雪委託料１,０

００万円の増額、市営公共下水道特別会計繰出金１,８８１万９,０００円の増額などでござい

ます。

３６ページをお開き願います。

９款１項とも消防費１目常備消防費１２６万３,０００円及び２目非常備消防費５８万７,０

００円、３目消防施設費３８７万９,０００円の減額補正は、備品購入に係る入札減及び決算

見込みによる減額でございます。

１０款教育費１項教育総務費、３８ページにまいりまして、３目奨学費３５９万４,０００

円の減額補正から、４２ページにまいりまして、５項青少年対策費３目学童保育費１４万５,

０００円の減額補正までは、各種工事や備品購入に係る入札減、各種補助金、扶助費などの経

費確定及び決算見込みによる増減のほか、財源区分の変更などによるものでございます。

１２款１項とも公債費１目元金は、財源区分の変更でございます。

続きまして、４４ページをお開き願います。

１４款１項とも職員費１目職員給与費１,４４７万５,０００円の減額補正は、給料、共済費

等の決算見込みによる職員給与費の減で、１５款１項１目とも予備費１億１,４６７万４,００

０円の増額補正は、歳入歳出予算の調整によるものでございます。

なお、４６ページから６１ページは、給与費明細書でございますので、御参照願いたいと思

います。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、６ページをお開

き願います。

なお、歳入の説明に当たりましても、歳出の事業費の増減等と連動する部分は理由が重複し

ますことから、簡潔な説明といたしますので、御了承願いたいと思います。

１款市税１項市民税２目法人１,２００万円及び３項軽自動車税１目環境性能割２３万円の

増額補正は、決算見込みによる増で、２款地方贈与税１項１目とも地方揮発油贈与税１２０万

円及び２項１目とも自動車重量贈与税５４０万円の減額補正、３項１目とも森林環境贈与税５

６万６,０００円の増額補正は、いずれも交付見込額によるものでございます。

１０款１項１目とも地方交付税２億５,３６１万６,０００円の増額補正は、普通交付税の確

定に伴う増額で、１３款使用料及び手数料１項使用料５目土木使用料１８８万５,０００円の

減額補正は、市営住宅の使用料の減、２項手数料２目衛生手数料５２万円の減額補正は、指定

ごみ袋売払いに係る数量の減などによるものでございます。

１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金３,４７９万円の減額補正から８ページ

にまいりまして、２項国庫補助金５目教育費補助金７１７万円までの減額補正は、歳出の補正

に連動、または事業費及び補助金の確定による増減でございます。

１５款道支出金１項道負担金１目民生費負担金６０５万１,０００円の減額補正から、１０

ページにまいりまして、２項道補助金５目農林費補助金５２６万２,０００円までの減額補正

は、歳出の補正に連動、または事業費及び補助金の確定に伴う増減によるもので、１６款財産

収入２項財産売払収入１目不動産売払収入１,４９４万７,０００円の増額補正は、旧誘致企業

向け住宅１棟の売払収入及び森林環境保全整備事業で伐採した立木の売払収入による増でござ
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います。

１８款１項とも繰入金１目財政調整基金繰入金５,０００万円の減額補正は、決算見込みを

勘案し繰入れを取りやめるもので、３目過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金２２６万６,

０００円の減額補正は、子ども医療費助成以下３事業費の減によるもので、５目公共施設等整

備基金繰入金１億円の減額補正は、決算見込みを勘案し繰入れを減額、１９款、１２ページに

まいりまして、１項１目とも繰越金１億２,０１７万６,０００円の増額補正は、前年度繰越金

の残額を補正するものでございます。

２０款諸収入４項雑入４目介護サービス収入４７６万７,０００円の減額補正から８目雑入

１３５万３,０００円の増額補正までは、各種助成金等の収入額の確定及び決算見込みによる

増減であります。

２１款１項とも市債につきましては、第３表、地方債補正で御説明したとおりでありますの

で、省略させていただきます。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わりまして、次に市営公共下水道特別会計補正予算の

事項別明細書について御説明いたしますので、下水道の７ページをお開き願います。

１款市営公共下水道事業費１項公共下水道事業費１目一般管理費１２６万８,０００円の減

額補正は、決算見込みによる負担金及び公課費の増減で、２目公共下水道事業費５６９万８,

０００円の減額補正は、下水道台帳の整備に係る委託の減及び石狩川流域下水道組合の建設事

業費の確定に伴う負担金の減で、２款１項とも公債費１目元金は、財源区分の変更でございま

す。

次に、事項別明細書の歳入について御説明いたしますので、下水道の５ページをお開き願い

ます。

１款使用料及び手数料１項使用料１目下水道使用料２９５万５,０００円の増額補正は、決

算見込みによる増で、２款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道事業費補助金、９０万円の減

額補正は、企業会計導入に伴う広域・共同化事業の精算による減でございます。

３款１項とも繰入金１目一般会計繰入金１,８８１万９,０００円の増額補正及び４款諸収入

１項２目とも雑入３,６９４万円の減額補正は、企業会計導入の広域・共同化事業に係る構成

自治体からの収入の減とその調整に係る増減でございます。

５款１項とも市債１目下水道事業債につきましては、第３表、地方債補正のところで御説明

いたしましたので、省略させていただきます。

次に、国民健康保険特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますので、

国保の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款総務費１項総務管理費２目広域連合負担金３３４万１,０００円の減額補正は、空知中

部広域連合負担金の減であります。

２款１項とも基金積立金１目財政調整基金積立金９９６万５,０００円の増額補正は、国民

健康保険事業財政調整基金への積立金で、５款１項１目とも予備費２２５万４,０００円の増

加補正は、歳入歳出予算の調整でございます。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入につきまして御説明いたしますので、国保の３

ページをお開き願います。

１款１項とも国民健康保険税１目一般被保険者国民健康保険税２６０万円の減額補正は、算

定基礎額である合計所得の減少によるもので、２款１項とも繰入金１目一般会計繰入金７８万

８,０００円の減額補正は、繰入れ対象経費の減によるもので、３款１項１目とも繰越金３９
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６万５,０００円の増額補正は、前年度繰越金の残額を増額補正するものでございます。

４款諸収入２項１目とも雑入８４０万１,０００円の増額補正は、特別調整交付金及び令和

３年度空知中部広域連合負担金の精算に伴う返還金の増などによるものであります。

次に、後期高齢者医療特別会計補正予算の事項別明細書につきまして御説明いたしますの

で、後期高齢の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

２款１項１目とも後期高齢者医療広域連合納付金８３万２,０００円の減額補正は、後期高

齢者医療広域連合負担金の減であります。

続きまして、事項別明細書の歳入につきまして御説明いたしますので、後期高齢の３ページ

をお開き願います。

２款１項とも繰入金１目一般会計繰入金８４万８,０００円の減額補正は、歳入歳出予算の

調整によるもので、３款１項１目とも繰越金１万６,０００円の増額補正は、前年度決算に伴

う繰越金でございます。

以上で、議案第１３号から議案第１６号までの各会計補正予算の事項別明細書につきまして

説明を終わりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（川野敏夫君） 説明の途中ですが、ここで１０分程度休憩をいたします。

午後 ２時０１分 休憩

────────────────

午後 ２時０９分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて、会議を再開いたします。

大家市立病院事務長。

○市立病院事務長（大家浩二君） －登壇－

議案第１７号令和４年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について御提案申し上

げ、その内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申し上げます。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するもので、第２号中、年間患者数の既

決予定量２万６,１６９人から９７８人減して２万５,１９１人に改め、その内訳は、入院患者

の既決予定量から５０８人減して１万５,９１７人に、外来患者の既決予定量から４７０人減

して９,２７４人に改めるものであります。内訳につきましては、内科外来９,２５０人、小児

科外来２４人であります。

第３号中、１日平均患者数の既決予定量８５人から３人減して８２人に改め、その内訳は、

入院患者の既決予定量から１人減して４４人に、外来患者の既決予定量から２人減して３８人

に改めるもので、患者数は１月末までの実績などを勘案して調整するものであります。

第４号、主な建設改良事業中、電話交換機設備取替工事の既決予定量１,６３３万５,０００

円から８２万５,０００円を減額して１,５５１万円に、吸引装置ユニット更新工事の既決予定

量６００万６,０００円から１２万１,０００円を減額して５８８万５,０００円に、医師住宅

屋根外壁改修工事の既決予定量９９８万円８,０００円から１１０万円を減額して８８８万８,

０００円に、医療器械購入の既決予定量４,４８８万円から１,２８７万円を減額して３,２０

１万円に改めるものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入では、

第１款病院事業収益の既決予定額６億４,３２９万１,０００円から２,１６３万８,０００円を

減額して６億２,１６５万３,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業収益



─ 47 ─

の既決予定額から１,７１４万６,０００円を減額して３億８,３５７万７,０００円に、第２項

医業外収益の既決予定額から４４９万２,０００円を減額して２億３,８０７万６,０００円に

改めるものであります。

支出は、第１款病院事業費用の既決予定額６億５,５２４万３,０００円から２,３７８万３,

０００円を減額して６億３,１４６万円に改めようとするもので、その内訳は、第１項医業費

用の既決予定額から２,４３５万５,０００円を減額して６億２,３１０万５,０００円に、第２

項医業外費用の既決予定額に５７万２,０００円を増額して８１５万５,０００円に改めるもの

であります。

次ページをお開きください。

第４条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するものでありますが、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１,７２１万円は、過年度分損益勘定留保資金

で補塡するものといたします。

収入では、第１款資本的収入の既決予定額９,１５２万９,０００円から１,４８９万８,００

０円を減額して７,６６３万１,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項企業債

の既決予定額に１,１００万円を増額して５,０４０万円に、第３項他会計繰入金の既決予定額

から２,５８９万８,０００円を減額して１,１８０万４,０００円に改めるものであります。

支出は、第１款資本的支出の既決予定額１億８７５万７,０００円から１,４９１万６,００

０円を減額して９,３８４万１,０００円に改めようとするもので、その内訳は、第１項建設改

良費の既決予定額から１,４９１万６,０００円を減額して６,２２９万３,０００円に改めるも

のであります。

第５条は、予算第５条に定めた企業債の限度額を補正するもので、医療施設整備事業の限度

額を２,６２０万円から２,４３０万円に、医療機器整備事業の限度額を１,３２０万円から２,

６１０万円に改めるものであります。

第６条は、予算第６条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を補正

するもので、第１号職員給与費の既決予定額３億８,４０５万５,０００円から１,６７８万３,

０００円を減額して３億６,７２７万２,０００円に改めるものであります。

第７条は、予算第７条に定めた一般会計からの補助金を「２億３,１８９万８,０００円」か

ら７２１万２,０００円を減額して「２億２,４６８万６,０００円」に改めるものでありま

す。

次に、実施計画並びに説明書の収益的収入及び支出の支出から御説明いたしますので、１

ページを御覧ください。

支出、１款病院事業費用１項医業費用１目給与費の１,６７８万３,０００円の減額内訳は、

（給料）２節看護師給８７万７,０００円の増は、看護師の昇格などに伴う増であります。３

節医療技術員給３２万円の減は、放射線技師の採用、退職などに伴う減であります。４節事務

員給３５６万５,０００円の減は、昨年４月から１０月までの７か月間、事務職職員が１名欠

員だったことなどによる減であります。

２ページをお開きください。

次に、（手当）８節事務員手当１４８万６,０００円の減は、給料と同様、事務局職員が１

名欠員だったことなどによる減であります。

９節会計年度任用職員手当１３６万５,０００円の減は、看護助手１名の退職に伴う期末手

当の減のほか、看護助手欠員１名を募集するも、応募者がいなかったことなどから減するもの

であります。１０節賞与引当金繰入額３０万６,０００円の増は、令和５年６月に支給予定の
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期末勤勉手当のうち令和４年度分である令和４年１２月から令和５年３月までの４か月分につ

いて、勤勉手当の支給月数が０.０５か月分引上げとなることや職員の昇格などに伴い増する

ものであります。１１節報酬８００万円の減は、会計年度任用職員の看護師及び放射線技師の

退職に伴う減や、看護助手を募集するも、応募者がいなかったことなどから減するものであり

ます。１２節法定福利費３２３万円の減は、市職員の看護師や会計年度任用職員の看護師、放

射線技師、看護助手の退職のほか、看護助手の欠員分などによる決算見込みにより減するもの

であります。

次に、２目材料費３４０万円の減は、１節薬品費１９０万円の減、３節給食材料費１５０万

円の減で、入院患者の減によるものであります。

３目経費４４５万８,０００円の減額内訳は、７節光熱水費３８３万９,０００円の増、これ

は電気料の増で、ウクライナ情勢などによる石炭や液化天然ガスの輸入価格高騰の影響で、燃

料費調整額が値上げされたことに伴い増するものであります。１２節賃借料４５万３,０００

円の減は、在宅酸素濃縮器を使用する患者を当初２名と見込んでおりましたが、１名の実績

だったことから、これまでの経過期間分を減するものであります。１４節委託料７８４万４,

０００円の減は、昨年３月末で契約期間が満了する清掃・夜警業務等委託契約を３か月延長

し、７月から開始したことに伴い、４月から６月までの３か月分が旧契約金額となったことに

より、１９４万４,０００円の減、また昨年４月に契約締結した給食業務委託について、公募

型プロポーザルを実施して委託業者を選定した結果、５９０万円減するものであります。

次に、４目減価償却費２８万６,０００円の増額内訳は、１節建物減価償却費２４万９,００

０円の増及び２節器械備品減価償却費３万７,０００円の増で、昨年度実施したボイラー整備

工事やＰＣＲ検査機器などの医療器械に係る償却金額の算出方法に誤りがあったため、不足額

を増するものであります。

次に、２項医療外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１節企業債利息４万１,０００円の

増額内訳は、昨年度実施したボイラー整備工事やＰＣＲ検査機器などの医療機械購入に係る過

疎対策事業債の償還金額確定に伴い、本年度から償還予定の利息の不足額を増するものであり

ます。

次に、３目１節とも消費税及び地方消費税５３万１,０００円の増額内訳は、課税売上げと

なる新型コロナウイルスワクチン接種に伴う収入増により、税務署に納付する消費税及び地方

消費税が不足するため増するものであります。

次に、収入の御説明をいたしますので、１ページへお戻りください。

収入の１款病院事業収益１項医業収益１目入院収益１節内科入院収益の３,００７万８,００

０円の減は、入院患者数及び診療単価の減によるものであります。

次に、２目外来収益１節内科外来収益の３１６万２,０００円の減は、外来患者数の減によ

るものであります。

次に、３目その他医業収益１節公衆衛生活動収益１,６０９万４,０００円の増は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大等に伴う市内福祉施設の入所者及び施設職員の健康診断の中止などに伴

う健康診断料が減となる一方、新型コロナウイルスワクチン接種により、予防接種料が増とな

る増減によるものであります。

次に、２項医業外収益１目他会計補助金１節一般会計補助金の７２１万２,０００円の減

は、普通交付税や特別交付税の算定基礎となる稼働病床数が減となったことなどによるもので

あります。

次に、４目補助金１節ワクチン個別接種促進事業支援金の２００万円の増は、新型コロナウ
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イルスワクチン接種を１日５０人以上接種した場合に１日当たり１０万円交付されるため、２

０日分を増するものであります。２節医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金の７２万

円の増は、物価高騰に対する支援金として医療機関に１床当たり１万２,０００円交付される

ため、６０床分を増するものであります。

次に、資本的収入及び支出の御説明をいたしますので、３ページをお開き願います。

支出から御説明いたします。

１款資本的支出１項建設改良費１目建設費１節改築工事費の２０４万６,０００円の減は、

付記欄に記載している電話交換機設備取替工事などの入札執行減であります。

２目資産購入費１節機械備品購入費の１,２８７万円の減は、本年度に購入した患者監視装

置等、医療機械の入札執行減であります。

次に、収入の１款資本的収入１項１目１節とも企業債の１,１００万円の増額内訳は、支出

の改築工事費で御説明いたしました電話交換機設備取替工事費及び医師住宅屋根外壁改修工事

費の入札執行減に伴い、医療施設整備事業債の借入額を１９０万円減、また、地方創生臨時交

付金を活用してＸ線透視撮影装置を導入する予定でしたが、採択されなかったため、企業債を

借り入れるため、入札執行減後の金額により予算科目を組み替え、１,２９０万円を増する増

減によるものであります。

３項１目とも他会計繰入金１節一般会計繰入金の２,５８９万８,０００円の減は、先ほど御

説明したＸ線透視撮影装置について、地方創生臨時交付金を活用して導入するため、一般会計

からの繰入金に計上しておりましたが、採択されなかったため、Ｘ線透視撮影装置の当初計上

額全額と地方創生臨時交付金を活用して導入した患者監視装置などの入札執行減を合わせて減

するものであります。

次に、４ページから１３ページの説明を省略させていただき、予定貸借対照表につきまして

御説明いたしますので、１４ページを御覧ください。

予定貸借対照表の資本の部の下から５段目、ロの当年度純損失は、既決予定額では２,３４

２万６,０００円の純損失を予定しておりましたが、３５０万１,０００円減少した１,９９２

万５,０００円の純損失となり、年度末の累積欠損金は７億９,５７３万９,０００円となる見

込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○議長（川野敏夫君） これより、議案第１３号令和４年度歌志内市一般会計補正予算（第９

号）について質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１３号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。
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これより、議案第１４号令和４年度歌志内市営公共下水道特別会計補正予算（第１号）につ

いて質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１４号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１５号令和４年度歌志内市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１５号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。

これより、議案第１６号令和４年度歌志内市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１６号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。
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これより、議案第１７号令和４年度歌志内市病院事業会計補正予算（第１号）について質疑

に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

これより討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討論を終わります。

これより、議案第１７号について採決をいたします。

ただいまの議案については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。

議案第１８号から議案第２２号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第２１ 議案第１８号より日程第２５ 議案第２２号まで一括議

題といたします。

この件について、一括提案理由の説明を求めます。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） －登壇－

議案第１８号から議案第２２号まで、御提案いたしました令和５年度歌志内市各会計歳入歳

出予算につきまして、会計別にてその概要を御説明いたします。

１、予算の総額は、一般会計４２億１,０００万円、国民健康保険特別会計９,８５０万円、

後期高齢者医療特別会計８,０５０万円、合計で４３億８,９００万円。病院事業会計７億９,

９００万円、下水道事業会計３億６,１００万円。総計５５億４,９００万円であります。

一般会計及び特別会計の合計は、前年度当初に比べ２億８,４００万円、６.１％の減であり

ます。また、病院事業会計及び下水道事業会計を含めた総計では、前年度当初に比べ１億１,

２００万円、２.１％の増であります。

２、一般会計につきまして御説明いたします。

本年度の予算編成は、歌志内市総合計画の後期基本計画も後半に突入し、引き続き具体的な

施策を展開しつつ、終着点となる計画目標の達成を意識し、事業内容についてより一層充実さ

せる必要があると考え、人口の減少や日常化した感染症対策、あるいは生活を直撃している食

料品や電気料の高騰といった喫緊の課題なども考慮しながら、市内事業者への支援や地域経済

の活性化、医療福祉や消防救急体制の整備、住環境・教育環境の整備などを行い、「みんなで

創る笑顔あふれるまち」、「全ての市民が幸せを実感できるまちづくり」の実現を目指すこと

といたしました。

「市民と協働で創るまち」として、歌志内／夢・まち未来会議やまちづくりアクションプラ

ン検討会議を継続、行政協力費や地域づくり活動補助金等の町内会・自治会への支援や情報交

換会などにより市民の声を聞く機会や意見反映の機会を充実させながら、デジタル社会に対応

した行政の情報システム標準化・共通化を推進し、安定した行政体制の確立と利便性の向上に
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取り組んでまいります。

次に「活力と魅力あふれるまち」として、引き続き移住・定住を促進するべく子育て世帯向

けの新たな助成制度の創設や要件の拡充を行うほか、企業の設備整備や改修、創業に対する補

助制度の継続、プレミアム付商品券による消費喚起を行うなど市内事業者の元気を呼び起こす

取組を推進します。また、地域交流施設や観光施設の利用促進などにより人流の活性化を促進

しつつ、今後の観光施策の柱となる新たな観光振興計画を策定いたします。

次に「健康で心ふれあうまち」として、子育て世帯の負担軽減や高齢者の健康維持を図るべ

く、子供や高齢者を対象とした予防接種や医療費の無料化、市立病院の医療機器更新などによ

る福祉・医療環境の向上に取り組むほか、超高齢化社会への対応として除雪・草刈りに係る支

援の充実や、７５歳以上の市民を対象にタクシー・バスを利用した市内移動の支援を行い人流

の活性化に係る施策との相乗効果なども狙いつつ市民の健幸寿命延伸を目指します。

次に「安心して快適に暮らせるまち」として、コンパクトなまちづくりを意識しながら市営

住宅や道路など公共建築物及び土木インフラの長寿命化を進めるほか、防災・消防救急の資機

材充実、消防団の強化等により消防・防災力の強化を図ります。また、防犯灯のＬＥＤ化や支

障木の伐採、植樹の補植など道路環境の整備を進めつつ、ロータリー除雪車の更新など除排雪

対策に万全を期すほか、有害鳥獣や害虫対策を実施し、市民生活の安全安心を確保します。

次に「豊かな心を育む教育と文化のまち」として、児童生徒の給食費無料化や修学旅行費用

の全額助成、高校入学時のパソコン購入費助成など教育に関わる各種施策を継続、高等学校等

就学支援金については物価の高騰などを踏まえ、月額１万円から１万５,０００円に増額、児

童生徒のスキー用具レンタル費の全額助成、生徒の運動着・運動靴の支給など子育て世帯への

経済的支援を強化するほか、義務教育学校の整備や児童センター等一元化施設の設計委託、郷

土館ゆめつむぎの展示設備整備など教育環境の充実を図ります。

これらの取組を進めるため、予算総額は４２億１,０００万円、前年度当初に比べ２,０００

万円、０.５％の減となりました。

以下、歳出につきましては各会計予算資料８ページ、第４表 一般会計歳出予算款別性質別

分析表により、また、歳入につきましては款別に、それぞれ御説明いたします。

（１）人件費は９億６,５８７万８,０００円で総額の２２.９％、前年度当初より６,３８５

万２,０００円の減であり、主な要因は、退職手当組合追加納付金５,００３万９,０００円の

皆減であります。

主な内容は、議員報酬３,６１６万５,０００円、委員等報酬１億１,１７４万７,０００円、

市長等特別職給与３,２７０万１,０００円、職員給５億７,７０９万２,０００円、共済組合等

納付金１億３,６０４万４,０００円、退職手当組合納付金６,２０４万９,０００円でありま

す。

（２）物件費は７億１,８２２万９,０００円で総額の１７.１％、前年度当初より４,３３５

万１,０００円、６.４％の増で、主な要因は、公共施設等の電気料１,０８４万８,０００円、

システムの更新等に伴う電算機借上料１,６６２万１,０００円、ごみ分別収集運搬料８５８万

円の増や、高齢者市内移動支援事業委託料１,０８６万６,０００円の皆増などであります。

主な内容は、需用費１億４,５８５万９,０００円、役務費７,７４２万６,０００円、委託料

４億３,１７０万７,０００円であります。

（３）維持補修費は６,５４１万３,０００円で総額の１.６％、前年度当初より２１６万７,

０００円、３.２％の減であります。

（４）扶助費は６億２,５２３万円で総額の１４.９％、前年度当初より１,４７９万４,００
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０円、２.３％の減であります。

この主な要因は、障害者福祉サービス給付事業３２３万２,０００円、医療福祉助成事業１

６２万７,０００円、老人福祉施設措置費３３７万６,０００円、児童手当１１４万円、児童扶

養手当１３９万１,０００円の減などであります。

主な内容は、障害者福祉サービス給付事業２億７,９７９万４,０００円、医療福祉助成事業

１,４９６万３,０００円、老人福祉施設措置費５,４３２万５,０００円、生活保護事業２億

１,２５４万８,０００円、児童手当１,４４９万円、児童扶養手当５５３万３,０００円であり

ます。

（５）補助費等は４億２,２７０万６,０００円で総額の１０％を占め、前年度当初より２０

万７,０００円の増であります。

この主な要因は、温泉施設利用促進補助金１,１５０万円、温泉施設改修事業補助金８２７

万円、地域振興商品券助成補助金４５６万円の増と、福祉・医療施設等臨時支援金１,９９９

万円の皆減などによるものでございます。

補助費等の内訳は、負担金・寄附金２億５,２７９万５,０００円、補助・交付金１億４,８

５８万１,０００円、その他（報償費等含む）２,１３３万円であります。

なお、明細につきましては、各会計予算資料１０ページ、第５表 各会計負担金補助及び交

付金調に記載しております。

（６）普通建設事業費は５億１,６５１万３,０００円で総額の１２.３％を占め、前年度当

初より１億１,６４２万円、２９.１％の増であります。

この主な要因は、ロータリー除雪車購入６,１０１万３,０００円、ペンケ歌志内川改修設計

委託４,０００万円の皆増のほか、児童センター等一元化施設調査設計委託料５,００５万８,

０００円の増などによるものでございます。

補助事業は１億３,５９９万７,０００円で、主なものは、市営住宅屋上防水・外壁塗装７,

７３９万６,０００円、改良住宅解体除却１,８６０万１,０００円、歌志内学園校舎外壁改修

４,０００万円、単独事業は３億４,０５１万６,０００円で、主なものは、本庁舎電話交換機

改修１,０３６万６,０００円、じん芥収集車購入１,６５６万５,０００円、施設改修事業補助

（チロルの湯改修）２,３５０万円、ロータリー除雪車購入６,１０１万３,０００円、筍沢線

路肩法面復旧２,５００万円、歌神川向東線道路改修１,７７４万３,０００円、市営住宅駐車

場整備１,２３２万円、児童センター等一元化施設調査設計委託料６,２６２万円であります。

受託事業は４,０００万円で、ペンケ歌志内川改修設計委託であります

なお、明細につきましては、各会計予算資料２０ページ、第６表 各会計事業費調に記載し

ております。

（７）災害復旧事業費は４０万円で、応急対策費及び一般災害復旧費を計上しております。

（８）公債費は４億３８２万２,０００円で総額の９.６％を占め、前年度当初より５,２８

５万１,０００円、１１.６％の減であります。

（９）積立金は１,０３８万円、前年度当初より５１万１,０００円、５.２％の増で、明細

については、各会計予算資料２３ページ、第７表 積立金調に記載しております。

（１０）投資及び出資金は５８８万８,０００円、前年度当初より１６万８,０００円、２.

９％の増で、明細については、各会計予算資料２３ページ、第８表 投資及び出資金調に記載

しております。

（１１）貸付金は３,２２２万円で、前年度当初より６６万円、２.１％の増で、この主な要

因は、奨学金貸付金の増で、明細につきましては、各会計予算資料２４ページ、第９表 貸付
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金調に記載しております。

（１２）繰出金は４億３,０７９万３,０００円で総額の１０.２％を占め、前年度当初より

４,７１０万５,０００円、９.９％の減であり、この主な要因は、病院事業会計繰出金４,５３

７万８,０００円の減などによるものでございます。

明細につきましては、各会計予算資料２４ページ、第１０表 繰出金調に記載しています。

（１３）予備費は、１,２５２万８,０００円を計上しております。

以上で歳出の説明を終わりまして、次に、歳入につきまして、各会計予算資料１ページ、第

１表 各会計歳入歳出予算款別前年度対比表により御説明をいたします。

（１）自主財源である市税は１億８,４８１万６,０００円で総額の４.４％を占め、前年度

当初より３１２万円、１.７％の増であります。

明細につきましては、各会計予算資料５ページ、第２表 市税予算前年度対比表に記載して

おりますが、主な内訳として、市民税は９,６３５万８,０００円で、前年度当初より２５４万

円、２.７％の増であります。

個人市民税は８,３７２万６,０００円で、前年度当初より８５万９,０００円の減。

法人市民税は３３９万９,０００円の増であります。

固定資産税は５,３０４万５,０００円、前年度当初より２８万４,０００円、０.５％の増で

あります。

軽自動車税は７４５万円、前年度当初より２４万４,０００円、３.４％の増であります。

市たばこ税は１,９９２万６,０００円で、前年度当初より６万円、０.３％の増でありま

す。

鉱産税は１６０万円で、前年度と同額であります。

入湯税は６４３万７,０００円で、前年度当初より８,０００円、０.１％の減であります。

（２）地方譲与税は１,８８０万２,０００円、前年度当初より８３３万４,０００円、３０.

７％の減で、地方財政計画等を勘案して計上しております。

（３）利子割交付金は７万円、前年度当初より８万円、５３.３％の減であります。

（４）配当割交付金は１００万円で、前年度当初より５５万円、１２２.２％の増でありま

す。

（５）株式等譲渡所得割交付金は７０万円で、前年度当初より１６万円、２９.６％の増で

あります。

（６）法人事業税交付金は３６０万円で、前年度当初より１４０万円、６３.６％の増であ

り、地方財政計画等を勘案して計上しております。

（７）地方消費税交付金は７,３２０万円で、前年度当初より６４０万円、８％の減であり

ます。

（８）環境性能割交付金は１３０万円で、前年度当初より１０万円、８.３％の増でありま

す。

（９）地方特例交付金は１９万円で、前年度当初より４１万円、６８.３％の減でありま

す。

（１０）地方交付税は２４億５,０００万円で、総額の５８.２％を占め、前年度当初より

２,０００万円、０.８％の増となっております。

内訳は、普通交付税が１８億２,０００万円で、前年度当初より２,０００万円の増、特別交

付税は６億３,０００万円で、前年度同額とし、地方財政計画や交付実績等を勘案して計上し

ております。
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（１１）交通安全対策特別交付金は、科目設置として１,０００円を計上しております。

（１２）分担金及び負担金は５,７３１万６,０００円で、前年度当初より４４９万６,００

０円、８.５％の増で、この主な要因は、一般廃棄物処理負担金２７９万４,０００円の増など

であります。

（１３）使用料及び手数料は１億８,４３３万９,０００円、総額の４.４％を占め、前年度

当初より６０８万２,０００円、３.２％の減で、この主な要因は、市営住宅などの住宅使用料

７５３万３,０００円の減などであります。

主なものは、住宅使用料１億６,２８６万２,０００円、駐車場使用料３４２万３,０００

円、ごみ処理手数料９３２万８,０００円であります。

（１４）国庫支出金は４億３,４４５万８,０００円で、総額の１０.３％を占め、前年度当

初より７,３３１万３,０００円、１４.４％の減であります。

この主な要因は、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金５,６２１万６,０００

円、道路メンテナンス事業補助金２,１５３万８,０００円の皆減などであります。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金１億４,０７１万１,０００円、生活保護

費負担金１億５,９２６万１,０００円、児童手当負担金１,０００万３,０００円。

補助金の主なものは、市営住宅交付金４,０２４万１,０００円、都市構造再編集中支援事業

補助金２,２００万円、学校施設環境改善交付金１,３３３万３,０００円。

委託金の主なものは、社会福祉費委託金１７４万９,０００円であります。

（１５）道支出金は１億８,８４１万８,０００円で、前年度当初より２,８６１万２,０００

円、１７.９％の増であります。

この主な要因は、ペンケ歌志内川河川改修委託金４,０００万円の皆増のほか、参議院議員

選挙費委託金７２６万４,０００円の皆減などであります。

負担金の主なものは、障害者自立支援給付費負担金７,０３５万５,０００円、生活保護費負

担金１,１８４万３,０００円、保険基盤安定等負担金２,５９４万１,０００円。

補助金の主なものは、身障者福祉費補助金４５８万２,０００円、森林環境保全整備事業費

補助金４９４万５,０００円。

委託金の主なものは、ペンケ歌志内川河川改修委託金４,０００万円、駐車公園清掃業務委

託金６０８万３,０００円。

交付金の主なものは、権限移譲事務費交付金１８万１,０００円であります。

（１６）財産収入は３,３１４万２,０００円で、前年度当初より３４１万８,０００円、１

１.５％の増であり、この主な要因は、赤平市に所有する市有林の立木売払収入４７１万７,０

００円の増であります。

主なものは、土地貸付収入４１９万円、立木売払収入２,５０７万４,０００円であります。

（１７）寄附金は６００万２,０００円で、前年度決算見込額を勘案して計上しておりま

す。

（１８）繰入金は１億８,６６７万１,０００円で、前年度当初より３８３万８,０００円、

２.０％の減であり、この主な要因は、財政調整基金繰入金２,０００万円の減と、過疎地域持

続的発展特別事業基金繰入金１,７３５万６,０００円の増などであります。

内訳は、財政調整基金繰入金３,０００万円、歌志内ふるさと応援基金繰入金４５０万円、

過疎地域持続的発展特別事業基金繰入金７,０２９万３,０００円、敷金基金繰入金１８７万

８,０００円、公共施設等整備基金繰入金８,０００万円であります。

（１９）繰越金は３,０００万円で、前年度決算見込額を勘案して計上しております。
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（２０）諸収入は２億１,６９７万５,０００円で、総額の５.２％を占め、前年度当初より

７６０万１,０００円、３.６％の増であり、この主な要因は、中・北空知廃棄物処理広域連合

人件費負担金９１６万８,０００円の皆増などであります。

主なものは、貸付金元利収入３,０２８万９,０００円、うち、中小企業振興保証融資貸付金

元金収入３,０００万円、介護サービス収入３,６１３万６,０００円、地域支援事業収入６,９

３３万６,０００円、雑入７,２３９万７,０００円、うち、中空知広域水道企業団負担金６６

６万４,０００円、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金４,１０１万１,０００円、中・北空

知廃棄物処理広域連合人件費負担金９１６万８,０００円であります。

（２１）市債は１億３,９００万円で総額の３.３％を占め、前年度当初より９００万円、

６.９％の増であり、この主な要因は、じん芥収集車整備事業債１,２００万円、ロータリー除

雪車整備事業債などの土木債７,１００万円、児童センター等一元化施設整備事業債２,８００

万円の皆増と、臨時財政対策債３,０００万円、義務教育学校整備事業債１,０００万円の減、

過疎地域持続的発展特別事業債４,０００万円、高規格救急自動車整備に係る消防設備整備債

２,２００万円の皆減などであります。

市債区分は、清掃債、じん芥収集車整備事業債１,２００万円。土木債、筍沢線法面復旧対

策事業債１,７００万円、歌神川向東線道路改良工事債１,２００万円、ロータリー除雪車整備

事業債４,２００万円。教育債、義務教育学校整備事業債１,８００万円、児童センター等一元

化施設整備事業債２,８００万円。臨時財政対策債、臨時財政対策債１,０００万円でありま

す。

３、次に国民健康保険特別会計につきまして御説明いたします。

この会計の予算総額は９,８５０万円で、前年度当初に比べ２,１５０万円、１７.９％の減

であります。

歳出から性質別に御説明をいたします。

人件費は９６４万円、物件費は１２１万３,０００円であります。

補助費等は８,７１０万３,０００円で総額の８８.４％を占めており、この主な内容は医療

費、後期高齢者支援金等の空知中部広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、積立金１,０００円、予備費５４万２,０００円を計上して

おります。

次に歳入につきまして御説明いたします。

国民健康保険税は２,７６９万４,０００円で総額の２８.１％を占めており、これは国民健

康保険に要する費用に充てるための医療給付費分２,０６０万円、後期高齢者医療制度の財源

を支援する後期高齢者支援金分５５６万７,０００円及び介護納付金の納付に要する費用に充

てるための第２号被保険者の属する世帯に賦課する介護納付金分１５２万７,０００円であり

ます。

繰入金は４,６８２万５,０００円で総額の４７.５％を占めており、この内訳は保険基盤安

定負担金分、財政安定化支援事業分及び広域連合共通経費分等であります。

繰越金は１,０００円を計上しております。

諸収入は２,３９８万円で、前年度当初より１,３５０万４,０００円の減で、特別調整交付

金等の減によるものであります。

４、次に後期高齢者医療特別会計について御説明をいたします。

この会計の予算総額は８,０５０万円で、前年度当初より３５０万円、４.５％の増でありま

す。
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歳出から性質別に御説明いたします。

人件費は５０４万７,０００円、物件費は７７万４,０００円であります。

補助費等は７,４４９万円で総額の９２.５％を占めており、この主な内容は保険料、人件費

等の北海道後期高齢者医療広域連合負担金であります。

このほか、公債費１,０００円、予備費１８万８,０００円を計上しております。

次に歳入につきまして御説明いたします。

広域連合が決定する保険料を７５歳以上及び６５歳以上７５歳未満の障害認定を受けた被保

険者から徴収する、後期高齢者医療保険料は４,９２２万６,０００円で総額の６１.２％を占

めております。

繰入金は３,０８６万６,０００円で総額の３８.３％を占めており、この内訳は保険基盤安

定負担金分、広域連合共通経費分等であります。繰越金は１,０００円を計上しております。

諸収入は４０万７,０００円を計上しております。

５、次に、病院事業会計につきまして御説明をいたします。

初めに予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

本年度の年間患者数は２万６,３４３人で、内訳は入院患者数が１万６,８３６人、外来患者

数が９,５０７人であります。

次に予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は６億１,１９３万７,０００円、支出予定額は６億６,６８６万９,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では医業収益３億７,８６６万９,０００円、医業外収益

２億３,３２６万８,０００円を計上いたしました。

一方、支出では医業費用６億５,８６６万２,０００円、医業外費用８００万７,０００円、

特別損失１０万円、予備費１０万円を計上しております。

次に予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は１億１,３９５万１,０００円で、この内訳は、企業債９,８５０万円、出資金

１,５２６万８,０００円、他会計繰入金１８万３,０００円であります。

支出予定額は、１億３,２１３万１,０００円で、この内訳は、建設改良費９,８７６万６,０

００円、企業債償還金３,３３６万５,０００円であります。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１,８１８万円につきましては、過年度分損

益勘定留保資金で補塡するものであります。

次に貸借対照表につきまして御説明いたします。

本年度末における資産の総額は１１億５０９万９,０００円であり、負債は５億３,０２１万

９,０００円、資本は５億７,４８８万円で、負債資本の合計は１１億５０９万９,０００円で

あります。

予定キャッシュフロー計算書につきましては、業務活動では４,４６１万４,０００円の減

額、投資活動では７,４５１万８,０００円の減額、財務活動では６,５３１万８,０００円の増

額となり、資金増加額は総額で５,３８１万４,０００円の減額となる予定であります。資金期

首残高は５億９,２６７万２,０００円と見込んでおりますので、資金期末残高は５億３,８８

５万８,０００円となる予定であります。

以上の結果、本年度は当初予算から６,８４４万９,０００円の純損失が予定され、令和４年

度末における累積欠損金が７億９,５７３万９,０００円見込まれますので、令和５年度末にお

ける累積欠損金は８億６,４１８万８,０００円になる予定であり、本年度も一層厳しい病院事

業の経営となります。
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６、次に、下水道事業会計につきまして御説明いたします。

初めに予算第２条に定めた業務の予定量につきまして御説明いたします。

処理区域面積は２９５ヘクタールであり、既に供用済みの面積であります。年間有収水量に

おいては４６万トンを予定しております。主な建設改良事業は汚水管渠補修を予定しておりま

す。

次に予算第３条に定めた収益的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は２億５,６２４万５,０００円、支出予定額は２億４,０９２万６,０００円で、

収支予定額を項目別に見ますと、収入では営業収益６,２７１万３,０００円、営業外収益１億

９,３５３万２,０００円を計上しました。

一方、支出では営業費用２億１,４１４万１,０００円、営業外費用１,６３８万３,０００

円、特別損失９６２万８,０００円、予備費７７万４,０００円を計上しております。

次に予算第４条に定めた資本的収入及び支出につきまして御説明いたします。

収入予定額は６９７万１,０００円で、この内訳は、企業債６９７万１,０００円、国庫補助

金はゼロ円であります。

支出予定額は１億２,００７万４,０００円で、この内訳は、建設改良費３,２８６万４,００

０円、企業債償還金８,７２１万円であります。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１,３１０万３,０００円につきまして

は、当年度分損益勘定留保資金９,７７８万４,０００円、当年度分利益剰余金処分額１,２３

３万４,０００円及び当年度分消費税等資本的収支調整額２９８万５,０００円で補塡するもの

であります。

次に、予定開始貸借対照表につきまして御説明いたします。

これは、地方公営企業法に基づく下水道事業開始時点の資産、負債、純資産を表すものであ

り、これに計上された数字が基礎となり、以降日々の会計処理取引残高が蓄積され財務諸表が

作成されることとなります。

本年度始めにおける資産の総額は、３６億１７４万４,０００円であり、負債は２０億５,７

００万３,０００円、資本は１５億４,４７４万１,０００円で、負債資本の合計は３６億１７

４万４,０００円であります。

貸借対照表の本年度末における資産の総額は３４億７,４７４万円であり、負債は１８億９,

９２４万７,０００円、資本は１５億７,５４９万３,０００円で負債資本の合計は３４億７,４

７４万円であります。

予定キャッシュ・フロー計算書につきましては、業務活動では１億３,０４７万９,０００円

の増額、投資活動では２,９８７万９,０００円の減額、財務活動では８,０２３万９,０００円

の減額となり、資金増加額は総額で２,０３６万１,０００円の増額となる予定であります。資

金期首残高はゼロ円と見込んでおりますので、資金期末残高は同様に２,０３６万１,０００円

となる予定であります。

以上の結果、本年度は当初予算より３,０７５万２,０００円の純利益が予定され、令和４年

度末における剰余金がゼロ円で、令和５年度末における剰余金は３,０７５万２,０００円にな

る予定でありますが、今後、次年度に向け経営戦略の見直しを見込み、下水道管の更新工事な

ど将来に向けた企業会計の健全な経営に努めていかなければならないと考えます。

以上、令和５年度における各会計の歳入・歳出の概要を申し上げましたが、御提案いたしま

した予算案につきまして、よろしく御理解を賜りますようお願いをいたします。

ありがとうございました。
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○議長（川野敏夫君） これより、議案第１８号より議案第２２号まで、一括質疑に入りま

す。

質疑の際は、議案番号を述べてください。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 議案番号第２２号下水道事業会計予算に関してでございます。

地方公営企業法に基づいて新しくやっていくという形になるとは思うのですけれども、その

際、運転資金だとかというのは、どういうふうに考えられているのかお聞きしておきたいと思

います。

これから予定になっている分で未払いのものが多分出てくると思うのですけれども、そう

いったときに、開始のときにキャッシュはゼロ円ということになっていれば、いきなり不渡り

が起きるという形になり得ないかもしれないので、その辺どういうふうに考えられているのか

も一緒に聞いておきたいと思います。

あと、現金、資本金と考えた場合に、この下水道使用料金が減ったときに、もしかすると即

利用料金が値上げになる可能性というのも出てくるかもしれないのですけれども、その辺どう

いうふうに考えられているのか聞いておきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 当初はおっしゃるとおりでございまして、キャッシュ、当座がどう

なっているのかということでございますけれども、過去の支払いの予定額を勘案しますと、人

件費から始まりまして、最終的に一般会計繰入れの今計画も４月以降持つ予定になっておりま

す。その中で、年間数回に分けて一般会計繰入れを予定しておりますことから、当座の資金は

予定が立つということでございます。

それから、料金値上げの関係ではございますけれども、国のほうではおっしゃるとおりでご

ざいまして、どこの自治体もこういう企業会計、見える化をして、最終的に資金が合わなけれ

ば受益者負担金ということをもくろんでいるようなことではございますけれども、当市におい

てはおかげさまでいまのところ健全な状況ということでございますので、値上げということは

考えておりません。

○議長（川野敏夫君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） そうなると、これから現金だとか、いろいろキャッシュのほうを一般会

計から年度内に何回かに分けて入れるという形で、この未払いのものがあってもそこからどん

どん出して、いきなり不渡りだとか、そういったことはないという形を取っていくという形で

いいのですか、そうしたら。その辺、もう１回確認しておきたいと思います。

あと、今、課長おっしゃられたように、利用料金の値上げは考えてないと言っていただけた

ので、これはかなり重要なことだと思います。やはり物価高騰でいろいろなものが上がってい

る中で、それと一緒になって水道料金、なかなか収入が減ってきているという形で上げなけれ

ばならないという形になると、生活している上では水というのは欠かせないものなので、その

辺もう１回きちんと値上げされないという話なので、もしそういうふうな話になった場合に

は、きちんとした態度を取ってもらって対応していただきたいと思うのですけれども、その辺

もう１回答弁もらって終わりたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 当座の資金においては、さらに詳しく申し上げますと、先ほど補正

させて御承認いただきました。そのお金の資金も、若干年度繰越しで、３月３１日で今回打ち
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切り決算になりますけれども、４月以降入ってくるお金も予定してございます。したがいまし

て、当座のほうにおいては、一般会計繰入れも先ほど説明したとおりございますので、問題な

いと判断しておりまして、当座は十分対応可能だということでございます。

それから、料金改定の関係でございますけれども、これは水道ともに生活に欠かせない重要

な料金ということで押さえておりまして、今現在、近隣の自治体等々見込んでも、当市におい

ての流域下水道等々の構成団体の中でも中間ぐらいの料金水準を保っているところでございま

す。したがいまして、これも当然ほかの近隣の状態を見極めながら判断することとなります

が、一番最後、最後の最後で、それも当然市民に多大なる御負担をかけるということから、水

道料金、中空知広域水道企業団もそうでしたけれども、当然検討委員会を立ち上げたり、市民

の第三者機関を立ち上げて、料金改定の検討を設けた中で、丁寧な説明、市民、それから議会

の皆様方にお示ししながらやっていかなければならないと思っておりますから、ここ数年は当

面そういうことは考えておらず、先日の財務会計の財務局の検査においても、同様に今の段階

では、健全な経営は遂行しているという判断をいただいておりますので、当面、料金改定は行

わないということでございます。

○議長（川野敏夫君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。

お諮りいたします。

議案第１８号より議案第２２号までについては、会議規則第３６条第１項の規定により、条

例・予算等審査特別委員会に付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号より議案第２２号までは、条例・予算等審査特別委員会に付託す

ることに決定いたしました。

散 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） 以上で、本日の日程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

御苦労さまでした。

（午後 ３時２２分 散会）
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